
陳
渉
か
ら
劉
邦
へ

i
秦
末
楚
漢
の
国
際
秩
序
一

松

島

隆

真

【
要
約
】
　
秦
始
皇
帝
の
統
一
支
配
を
終
了
さ
せ
た
の
は
陳
渉
の
蜂
起
に
始
ま
る
争
乱
だ
が
、
こ
の
秦
末
よ
り
項
羽
と
読
響
の
対
決
と
し
て
知
ら
れ
る
楚
漢

戦
争
ま
で
の
時
期
は
、
戦
国
後
期
の
状
勢
へ
の
回
帰
と
看
倣
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
戦
国
後
期
と
い
う
枠
組
み
へ
の
回
帰
を
も
た

ら
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
観
点
か
ら
陳
渉
挙
兵
後
の
状
勢
を
国
際
関
係
と
し

て
把
握
し
、
個
々
の
事
件
の
展
開
か
ら
、
一
定
の
傾
向
と
ル
ー
ル
を
有
し
た
当
時
の
国
際
秩
序
の
具
体
梢
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
、
本
稿
で
復
元
さ

れ
た
叛
乱
当
初
の
国
際
秩
序
か
ら
見
て
特
異
に
映
る
項
羽
の
十
八
王
分
封
体
制
も
、
分
封
以
前
の
国
際
秩
序
に
制
約
さ
れ
た
結
果
が
も
た
ら
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
楚
漢
戦
争
の
意
義
は
、
戦
国
中
期
以
前
の
状
況
を
指
向
し
た
項
羽
の
体
制
よ
り
、
分
封
以
前
の
戦
国
後
期
的
な
国
際
状
勢
へ
の
ゆ
り
も

ど
し
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
七
巻
二
号
　
二
〇
…
四
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

陳渉から劉邦へ（松島）

　
秦
老
漢
初
の
状
勢
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
二
世
皇
帝
元
（
前
二
〇
九
）
年
七
月
に
お
け
る
陳
渉
（
陳
勝
）
の
挙
兵
と
張
楚
の
建
国
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
の
意
義
が
漢
代
で
も
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
高
祖
劉
邦
が
楊
の
地
に
干
渉
の
た
め
の
守
家
を
置
い
て
祭
祀
さ
せ
た
こ
と
に
窺
え
、

ま
た
出
土
資
料
か
ら
も
長
沙
常
理
堆
三
号
漢
墓
出
土
吊
書
『
五
星
占
馳
に
張
楚
紀
年
使
用
が
確
認
さ
れ
る
（
田
余
慶
｝
九
九
三
｝
頁
）
。
『
史
記
晦

が
陳
渉
世
家
を
立
て
た
の
は
、
当
時
の
「
常
識
」
に
準
拠
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
、
陳
渉
は
高
く
評
価
さ
れ
た
の
か
。
『
史
記
隔
陳
渉
世
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家
は
陳
渉
祭
祀
の
記
述
に
先
立
ち
「
陳
勝
已
に
死
す
と
錐
も
、
其
の
置
遣
す
る
所
の
侯
王
将
相
覚
に
秦
を
亡
ぼ
す
は
、
渉
の
事
を
首
む
る
に

由
る
な
り
」
と
述
べ
、
諸
国
合
従
の
も
と
秦
を
滅
ぼ
す
先
駆
者
と
な
っ
た
こ
と
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
さ
て
、
陳
渉
の
乱
を
扱
っ
た
論
考
は
多
数
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
乱
の
意
義
は
専
ら
「
農
民
叛
乱
」
の
要
素
が
強
調
さ
れ
、
上
掲
の
『
史
記
』

の
盤
渉
評
価
は
永
ら
く
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
で
田
余
慶
一
九
九
三
は
漢
代
の
陳
渉
評
価
を
手
が
か
り
に
戦
国
以
来
の
秦
楚
対
立
の
構
図

を
指
摘
し
、
漢
を
「
張
楚
の
法
統
」
を
継
い
だ
も
の
と
位
置
づ
け
た
が
、
こ
れ
は
陳
渉
の
乱
に
国
際
関
係
の
視
座
か
ら
の
歴
史
的
意
義
を
付
与

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
李
開
元
一
九
九
八
は
田
氏
の
提
起
を
受
け
て
、
陳
渉
挙
兵
か
ら
漢
初
ま
で
の
諸
王
国
の
展
開
と
政
体
の
変
遷
を
分
析
し
、

王
の
身
分
的
出
自
を
軸
と
し
て
①
平
民
王
政
・
②
貴
族
王
政
・
③
軍
功
王
政
・
④
新
貴
族
王
政
の
四
期
区
分
を
提
唱
し
、
個
別
の
局
面
の
主
導

者
と
し
て
①
陳
渉
・
②
楚
懐
素
心
（
実
質
は
項
梁
）
・
③
諸
膚
・
④
劉
邦
の
名
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
③
の
項
羽
の
十
八
王
分
封
を
「
楚
の
封
建
」

と
称
し
、
前
漢
時
代
の
「
郡
国
制
」
の
起
源
を
そ
こ
に
求
め
た
。
し
か
し
李
氏
は
、
「
郡
国
制
」
確
立
の
以
前
以
後
の
ど
ち
ら
の
時
期
に
お
い

て
も
、
国
際
関
係
の
内
実
、
あ
る
い
は
国
際
秩
序
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
王
の
身
分
的
出
囲
以
外
の
、
具
体
的
事
例
は

挙
げ
て
い
な
い
。
だ
が
国
際
関
係
を
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
王
た
ち
が
、
王
と
し
て
存
在
し
う
る
根
拠
に
つ
い
て

も
、
国
際
秩
序
の
側
面
か
ら
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
翻
っ
て
秦
末
漢
初
は
戦
国
時
代
へ
回
帰
し
た
時
期
と
も
看
倣
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
は
戦
国
期
の
状
勢
自
体
も
含
め
て
、
そ
の
内
実
が
旦
ハ
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
現
在
で
は
す
で
に
大
櫛
一
九
九
五
が
、
斉
潜
王
の
敗
滅
（
秦
昭
嚢
王
二
士
工
〈
寒
紅
八
四
〉
年
）
、

楚
の
抜
郭
・
東
遷
（
二
面
王
二
十
九
〈
前
二
七
八
〉
年
）
を
経
て
秦
の
六
国
へ
の
優
位
が
確
立
し
た
戦
国
後
期
に
お
け
る
「
来
る
べ
き
秦
の
天
下

の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
言
説
を
取
り
上
げ
て
、
秦
は
他
国
の
併
呑
・
郡
県
化
を
意
図
せ
ず
、
あ
く
ま
で
優
越
的
な
地
位
へ
の
指
向
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
か
か
る
関
申
政
権
の
関
東
（
函
谷
関
の
東
方
、
関
外
・
山
東
と
も
）
の
諸
国
へ
の
優
位
を
前
提
と
し
た
国
際
秩
序
は
漢
初
に
も
継
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
た
と
す
る
。
近
年
、
急
速
に
進
む
「
郡
国
制
」
の
再
評
価
も
、
上
掲
の
李
氏
の
示
し
た
政
治
史
的
図
式
と
と
も
に
、
大
櫛
氏
の
提
供
に
か
か

る
国
際
秩
序
論
的
・
地
政
学
的
な
見
取
り
図
が
寄
与
し
て
い
る
。
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陳渉から劉邦へ（松島）

　
だ
が
そ
の
よ
う
な
観
点
、
特
に
地
理
的
状
況
に
依
拠
す
る
視
座
か
ら
で
は
、
関
東
を
拠
点
に
「
天
下
」
を
差
配
せ
ん
と
し
た
項
羽
の
十
八
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

分
封
体
制
を
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。
無
論
、
前
掲
の
田
氏
を
含
め
て
、
秦
打
倒
の
主
力
を
為
し
、
項
羽
政
権
の
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

胎
と
な
っ
た
、
楚
の
文
化
的
独
自
性
や
反
秦
意
識
な
ど
が
注
園
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
視
点
か
ら
で
は
楚
が
「
諸
国
合
従
の
も
と
」
秦
を
打

倒
し
た
こ
と
が
後
景
に
退
き
、
項
梁
・
項
羽
の
率
い
た
集
団
の
発
展
史
と
し
て
し
か
十
八
王
分
封
体
制
を
描
け
な
い
。
一
方
こ
れ
ま
で
秦
末
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

悪
漢
戦
争
期
は
、
秦
漢
史
の
視
座
か
ら
前
漢
国
家
の
形
成
が
導
ら
ト
ピ
ッ
ク
と
さ
れ
、
「
郡
国
憲
」
再
評
価
の
機
運
が
上
昇
し
た
近
年
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
も
、
痴
漢
戦
争
期
に
お
け
る
「
郡
国
制
」
の
形
成
過
程
が
所
謂
「
劉
邦
集
団
」
と
そ
の
延
長
に
あ
る
漢
王
朝
の
発
展
史
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

だ
が
漢
王
朝
（
な
い
し
は
「
心
事
集
団
」
）
も
、
諸
勢
力
入
り
乱
れ
る
当
時
に
お
い
て
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
は
か
か

る
観
点
か
ら
、
秦
・
楚
な
ど
の
諸
侯
国
・
地
域
の
独
自
性
を
包
摂
し
、
漢
王
朝
を
も
徳
鰍
す
る
視
野
か
ら
、
里
並
が
即
位
し
た
高
祖
五
（
前
二

〇
二
）
年
以
前
の
秦
末
楚
漢
の
諸
状
勢
の
具
体
相
を
、
国
際
秩
序
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
本
稿
に
頻
出
す
る
地
名
の
同
定
は
謳
其
駿
一
九
八
二
に
よ
る
。
ま
た
年
月
は
特
に
注
記
し
な
い
限
り
『
史
記
』
秦
楚
隠
事
月
表
（
以
下
、

月
表
）
に
よ
る
。

①
『
史
記
』
陳
渉
世
家
「
高
祖
云
為
陳
渉
置
並
家
三
十
家
楊
、
至
今
血
食
」
。

②
代
表
的
な
も
の
に
、
影
山
一
九
六
〇
・
松
崎
一
九
六
九
・
木
村
一
九
七
九
・
漆

　
侠
一
九
七
九
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
近
年
の
陳
渉
論
に
は
柴
田
二
〇
＝
が
あ
り
、

　
陳
渉
は
後
続
の
叛
乱
と
は
異
な
っ
て
、
多
様
な
地
域
に
出
自
し
た
、
普
通
の
編
戸

　
民
を
糾
合
し
た
こ
と
を
意
義
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
柴
田
二
〇
一
工
a
は
、
乱
の

　
農
開
過
程
を
、
拠
点
と
な
っ
た
場
や
担
い
手
に
着
冒
し
つ
つ
論
ず
。

③
例
え
ば
大
庭
｝
九
八
二
は
、
陳
渉
や
楚
漢
戦
争
に
直
接
言
及
し
な
い
も
の
の
、

　
画
塾
上
国
の
乱
を
「
戦
国
時
代
の
秦
と
六
国
の
対
立
の
再
現
」
と
看
面
し
、
そ
こ

　
に
至
る
漢
初
の
政
治
史
を
「
秦
の
皇
帝
支
配
に
対
す
る
ゆ
り
も
ど
し
の
時
期
」
と

　
す
る
（
二
五
頁
）
。

④
そ
の
原
函
に
、
か
つ
て
研
究
史
上
の
空
白
域
で
あ
っ
た
春
秋
期
を
は
じ
め
と
す

　
る
滋
養
史
へ
の
知
見
の
不
足
に
起
因
す
る
側
面
が
あ
る
。
も
っ
と
も
現
在
で
は
、

　
春
秋
期
の
国
際
関
係
を
含
む
政
治
的
秩
序
に
つ
い
て
は
吉
本
二
〇
〇
五
が
あ
り
、

　
春
秋
申
期
の
中
原
に
お
け
る
周
王
一
覇
者
f
諸
侯
の
三
層
か
ら
な
る
「
覇
者
体

　
鋼
扁
を
論
じ
て
い
る
。
だ
が
戦
国
期
研
究
は
専
ら
秦
漢
史
か
ら
遡
上
し
て
な
さ
れ

　
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
以
前
の
時
代
を
扱
っ
た
研
究
成
果
と
照
合
さ
れ
る
こ
と

　
が
な
か
っ
た
。

⑤
漢
初
に
お
け
る
「
郡
国
制
偏
の
有
効
性
を
論
じ
た
杉
村
二
〇
〇
五
や
、
「
郡
国

　
制
帽
と
い
う
術
語
自
体
を
否
認
す
る
阿
部
二
〇
〇
入
が
代
表
的
で
あ
る
。
な
お
近

　
年
の
一
連
の
「
郡
国
制
」
再
評
価
の
動
向
に
つ
い
て
は
松
島
二
〇
＝
二
が
あ
る
。

⑥
　
項
羽
の
十
八
王
分
封
に
つ
い
て
は
、
摩
伯
源
一
九
九
七
や
柴
田
二
〇
一
二
b
。

　
ま
た
概
説
轡
で
は
あ
る
が
藤
照
二
〇
〇
六
や
佐
竹
二
〇
一
〇
に
も
、
分
封
に
論
及

3 （275）



　
し
た
箇
所
が
あ
る
。

⑦
楚
文
化
の
独
自
性
を
扱
っ
た
も
の
に
は
劉
和
恵
一
九
九
五
。
ま
た
楚
の
反
秦
意

　
識
に
つ
い
て
は
陳
蘇
鎮
二
〇
〇
一
（
　
O
I
三
五
頁
）
。

⑧
代
表
的
な
も
の
に
、
西
嶋
一
九
四
九
・
増
淵
一
九
五
マ
守
髭
　
九
五
工
が
あ

　
る
。
ま
た
近
年
の
も
の
に
、
柴
田
二
〇
一
三
が
あ
る
。

⑨
楯
身
二
〇
一
〇
は
、
楚
漢
戦
争
勃
発
後
の
漢
王
朝
の
動
向
か
ら
「
郡
国
津
」
の

　
形
成
過
程
を
描
く
。

4　（276）

第
【
章
　
陳
渉
挙
兵
か
ら
懐
王
政
権
ま
で

本
章
で
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
秦
末
争
乱
の
拡
大
過
程
を
概
観
す
る
。

（
1
）
趙
の
自
立
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
二
世
皇
帝
元
（
盲
縞
〇
九
）
年
七
月
、
穎
川
脱
帽
の
ひ
と
陳
渉
は
戌
役
に
向
か
う
途
上
、
と
も
に
徴
発
さ
れ
た
陳
郡
半
夏
の
ひ
と
呉
広
と
九

百
人
の
集
団
を
率
い
て
、
洒
水
八
号
県
大
沢
郷
に
蜂
起
し
た
。
陳
渉
は
挙
兵
の
際
に
符
離
（
薪
に
近
接
す
る
）
の
ひ
と
葛
嬰
に
東
方
を
攻
略
さ

せ
る
と
と
も
に
、
蛭
・
鄭
・
苦
・
柘
・
諜
を
次
々
と
下
し
て
陳
に
割
拠
、
王
を
称
し
て
上
宝
を
国
号
と
し
た
。
そ
し
て
仮
王
呉
広
に
下
下
を
撃

た
せ
る
と
と
も
に
、
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
陳
の
賢
人
周
文
、
陳
じ
く
陳
人
武
臣
、
汝
陰
人
鄭
宗
に
そ
れ
ぞ
れ
秦
・
趙
・
九
々
を
撃
た
せ
た
。

陳
渉
政
権
に
は
他
に
も
、
上
柱
国
と
な
っ
た
上
下
人
の
房
慰
察
賜
な
ど
陳
郡
出
身
者
、
陳
渉
と
同
郷
の
郵
説
、
行
軍
中
の
加
入
で
あ
ろ
う
舞
人

伍
徐
・
朱
留
も
お
り
、
陳
渉
の
潤
人
で
あ
っ
た
呂
臣
は
新
陽
と
深
い
縁
を
持
つ
。

　
陳
に
逃
れ
て
い
た
魏
都
大
梁
の
ひ
と
張
耳
・
陳
余
も
、
心
事
政
権
に
加
わ
っ
た
。
張
耳
と
陳
余
の
深
い
因
縁
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
叛
乱
直

後
に
お
け
る
彼
ら
の
言
動
が
史
実
か
ど
う
か
は
次
章
に
述
べ
る
よ
う
に
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
武
臣
の
北
征
の
際
に
、
張
耳
・
陳
余
も
左
右
校

尉
と
し
て
従
軍
し
た
こ
と
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。
武
臣
は
郡
郷
占
領
後
の
八
月
に
は
趙
王
を
称
し
自
立
し
、
垂
耳
は
右
丞
相
、
陳
余
は
大
将

軍
と
な
っ
た
。
張
耳
陳
余
列
伝
は
こ
れ
を
張
耳
・
陳
余
の
献
策
に
よ
る
も
の
と
し
て
描
く
が
、
ま
た
「
人
を
し
て
陳
王
に
報
せ
し
む
」
と
、
即

位
の
事
実
を
陳
渉
に
報
告
し
た
こ
と
に
も
触
れ
る
。
一
方
で
こ
れ
を
知
っ
た
陳
渉
は
当
初
大
督
し
た
が
、
結
局
は
「
陳
王
使
者
を
し
て
趙
を



賀
せ
し
む
」
（
張
耳
楽
譜
列
伝
）
と
武
臣
即
位
を
慶
賀
し
、
同
時
に
入
関
戦
へ
の
従
軍
を
求
め
た
。
も
っ
と
も
武
臣
は
要
求
通
り
に
は
動
か
ず
、

上
谷
卒
史
で
あ
っ
た
韓
広
が
心
地
に
派
遣
さ
れ
た
。
だ
が
韓
広
も
ま
た
自
立
し
、
九
月
に
は
燕
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
魏
の
自
立
か
ら
陳
渉
敗
死
ま
で

陳渉から劉邦へ（松島）

　
以
上
の
よ
う
に
、
叛
乱
側
諸
勢
力
は
連
鎖
的
に
自
立
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
こ
の
動
き
は
張
楚
政
権
内
部
か
ら
も
現
れ
た
。
そ
の
　
例
が
魏
人

周
市
で
あ
る
。
周
市
が
魏
の
復
古
を
行
う
ま
で
の
過
程
を
、
陳
渉
世
家
に
よ
っ
て
追
跡
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
周
市
北
の
か
た
絢
早
し
て
狭
に
至
る
に
、
輿
論
田
憺
秋
令
を
殺
し
、
自
立
し
て
斉
王
と
な
り
、
斉
を
以
て
周
市
に
反
撃
す
。
市
の
軍
散
り
、
還
り
て
魏
地

　
に
至
る
。
魏
の
後
故
の
衛
善
導
餐
を
立
て
て
魏
王
と
為
さ
ん
と
欲
す
。
時
に
餐
壁
上
の
所
に
在
り
、
魏
に
於
く
を
得
ず
。
思
掛
已
に
定
ま
り
、
亡
い
与
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

　
周
市
を
立
て
て
主
潮
と
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
周
市
肯
ん
ぜ
す
。
使
者
五
た
び
反
り
て
、
陳
書
乃
ち
籍
陵
君
番
を
立
て
て
魏
王
と
為
し
、
国
に
之
か
し

　
む
。
周
市
卒
に
相
と
為
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
よ
う
に
周
市
は
陳
渉
の
も
と
で
北
方
を
塵
地
し
た
際
、
渤
海
湾
に
程
近
い
秋
に
ま
で
達
す
る
が
、
そ
こ
で
挙
兵
し
た
田
園
（
田
斉
の
末
喬
）

に
敗
れ
た
。
魏
地
が
定
ま
っ
て
の
ち
、
周
市
は
魏
王
に
擬
せ
ら
れ
た
が
、
魏
答
（
魏
の
後
窩
）
の
擁
立
を
欲
し
て
い
た
彼
は
こ
れ
を
受
け
ず
、

結
局
陳
渉
は
自
ら
の
も
と
に
逗
留
し
て
い
た
魏
餐
を
魏
王
と
し
て
帰
国
さ
せ
た
と
い
う
。
魏
豹
彰
越
列
伝
に
拠
れ
ば
、
周
市
擁
立
が
取
り
ざ
た

さ
れ
た
際
、
「
斉
・
蓋
車
各
五
十
乗
を
使
わ
し
て
、
周
市
を
立
て
て
魏
王
と
為
さ
し
む
。
市
辞
し
て
受
け
ず
、
歯
答
を
陳
に
迎
う
。
五
た
び

反
り
て
、
陳
王
乃
ち
答
を
立
て
て
魏
々
と
為
さ
し
む
」
と
、
斉
・
趙
か
ら
も
周
市
擁
立
の
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
る
。
ま
た
月
表
は
、

田
草
即
位
を
二
世
二
（
前
一
δ
八
）
年
～
○
月
、
斉
・
趙
の
周
市
擁
立
要
求
を
＝
月
、
魏
答
帰
国
を
一
二
月
と
す
る
。
月
表
に
は
「
車
五
十

乗
」
の
記
述
こ
そ
な
い
が
、
斉
・
趙
の
周
市
擁
立
要
求
は
存
在
す
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
要
す
る
に
聯
帯
は
斉
・
趙
と
提
携
し
た
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
陳
渉
は
、
周
辺
国
か
ら
の
輿
望
の
あ
っ
た
周
市
で
は
な
く
、
魏
餐
を
王
と
し
た
。
そ
も
そ
も
陳
渉
は
、
魏
餐
の
帰
国
に
積
極
的
で

は
な
か
っ
た
。
そ
の
象
徴
が
、
世
家
・
列
伝
の
双
方
に
あ
る
「
五
た
び
反
り
て
」
の
語
で
あ
る
。
だ
が
他
国
か
ら
の
支
援
を
得
て
勢
力
増
大
を
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は
か
る
周
市
を
牽
制
す
る
た
め
、
魏
答
帰
国
の
容
認
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
斉
・
趙
の
要
求
自
体
が
、
魏
餐
帰
国
を
承
認
さ
せ
る
た

め
の
周
市
の
術
策
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
魏
餐
帰
国
に
前
後
し
て
、
郡
邸
で
は
趙
王
武
臣
が
死
去
し
た
。
部
将
李
良
が
突
如
叛
旗
を
翻
し
た
か
ら
で
あ
る
。
混
乱
に
乗
じ
て
張
耳
は
信

都
に
拠
り
、
一
月
に
は
竃
場
の
後
世
で
あ
る
趙
激
を
立
て
た
。
す
で
に
前
年
末
九
月
に
周
文
が
入
三
聖
に
敗
れ
て
以
降
、
章
那
率
い
る
廻
転
は

逆
襲
に
転
じ
て
い
た
。
張
耳
陳
余
列
伝
を
見
る
限
り
李
良
造
反
の
遠
因
は
、
彼
が
太
原
攻
略
を
遂
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
陳
渉
と
そ

の
影
響
を
受
け
た
勢
力
は
、
秦
の
反
攻
に
よ
っ
て
退
潮
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
裏
漏
は
榮
陽
を
攻
撃
し
て
い
た
盗
塁
を
破
り
、
許
を
経
て
陳

を
降
し
た
。
＝
一
月
、
陳
渉
は
下
城
父
に
逃
れ
る
も
、
そ
の
地
で
御
者
荘
翼
に
殺
害
さ
れ
た
。
違
警
自
身
の
叛
乱
は
こ
こ
で
終
わ
っ
た
が
、
彼

　
　
③

の
濁
人
で
あ
っ
た
呂
臣
は
雲
上
軍
を
率
い
て
新
出
を
進
発
し
、
陳
を
奪
回
し
た
。
熟
懇
は
陳
の
陥
落
後
、
北
上
し
て
魏
の
攻
撃
に
移
っ
た
が
、

こ
の
僅
か
に
生
じ
た
空
白
の
な
か
で
、
呂
臣
は
陳
渉
の
後
継
者
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
陳
の
地
は
そ
の
後
、
再
度
秦
軍
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。　

一
方
、
魏
餐
は
帰
国
す
る
や
い
な
や
、
章
耶
と
臨
済
に
お
い
て
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
合
戦
は
、
戦
闘
期
間
が
約
六
箇
月
に
及
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ほ
ど
の
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
復
活
し
た
諸
国
は
、
こ
れ
だ
け
の
長
期
戦
を
戦
い
抜
く
実
力
を
す
で
に
備
え
て
い
た
。
そ
し
て
臨
男
心
が

長
期
化
し
つ
つ
あ
っ
た
二
月
に
、
新
た
に
項
梁
が
南
方
か
ら
登
場
す
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
鋸
葉
の
影
響
力
の
及
ば
な
か
っ
た
洒
水
郡
以
東
の

楚
地
や
斉
地
の
状
勢
を
記
述
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
3
）
　
楚
王
景
駒
と
斉
王
潤
憺

　
酒
水
郡
以
東
に
お
い
て
早
く
か
ら
別
の
潮
流
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
陳
渉
挙
兵
当
初
の
八
月
に
東
方
経
略
を
任
さ
れ
た
葛
嬰
が
九
江

東
城
の
ひ
と
裏
書
を
王
と
す
る
も
、
翌
月
、
陳
渉
が
王
と
な
る
の
を
聞
く
や
彊
を
殺
害
し
た
事
件
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
正
確
な

時
期
は
不
明
だ
が
、
怨
讐
即
位
の
の
ち
、
陵
人
秦
野
・
宮
人
董
繰
・
符
離
滋
藤
鶏
石
・
取
慮
人
鄭
布
・
徐
人
丁
疾
ら
は
東
海
郡
守
を
郊
に
包
囲
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し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
潤
水
・
東
海
郡
の
涯
北
地
域
出
身
者
の
動
向
に
対
し
、
陳
渉
は
武
平
君
畔
を
将
軍
と
し
て
派
遣
す
る
も
、
秦
嘉
は
こ
れ

を
快
く
思
わ
ず
、
王
命
を
矯
め
て
武
平
君
を
殺
害
し
た
事
件
も
あ
る
。
景
駒
が
煙
毒
に
よ
っ
て
唐
事
に
擁
立
さ
れ
た
の
は
陳
渉
の
死
以
降
だ
が
、

実
質
的
に
は
洒
水
・
東
海
地
域
で
は
す
で
に
秦
嘉
を
中
心
と
し
た
勢
力
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
景
駒

は
、
屈
氏
・
昭
氏
と
並
び
称
さ
れ
る
楚
の
世
族
景
氏
の
後
喬
で
あ
ろ
う
。
聖
書
の
ふ
る
ま
い
は
、
旧
王
族
・
貴
族
層
を
旗
印
に
し
た
と
い
う
意

味
で
、
周
市
や
張
耳
・
陳
余
に
類
似
す
る
。

　
陳
渉
世
家
に
よ
れ
ば
、
景
駒
擁
立
を
果
た
し
た
秦
嘉
は
、
斉
と
提
携
を
図
る
べ
く
公
孫
慶
を
遣
わ
し
た
と
い
う
。
し
か
し
斉
王
田
憺
は
、

「
聞
く
な
ら
く
、
陳
王
戦
に
敗
れ
、
其
の
死
生
を
知
ら
ず
、
楚
安
ぞ
請
わ
ず
し
て
王
を
立
つ
る
を
得
ん
」
と
、
公
孫
慶
を
難
詰
し
た
。
公
孫

慶
も
、
「
斉
楚
に
請
わ
ず
し
て
王
を
立
つ
る
も
、
楚
何
故
に
斉
に
請
い
て
王
を
立
つ
る
か
。
且
つ
式
事
を
首
め
、
当
に
天
下
に
令
す
べ
し
」

と
反
論
し
た
が
、
田
憺
に
謙
殺
さ
れ
た
。
田
憺
の
公
孫
慶
へ
の
詰
問
は
通
常
、
景
駒
即
位
の
是
非
を
斉
に
請
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
直
接
に
難
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
結
果
的
に
は
そ
の
通
り
だ
が
、
田
憺
自
身
へ
の
承
認
要
求
と
い
う
解
釈
で
は
、
陳
渉
の
敗
走
・
生
死
不

明
に
言
及
さ
れ
る
意
図
を
読
み
取
り
難
く
、
ま
た
「
請
」
の
目
的
語
も
な
い
。
田
憺
の
科
白
は
、
「
楚
は
ど
う
し
て
誰
に
も
請
わ
な
い
で
王
を

擁
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
と
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
含
ん
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
月
表
か
ら
は
別
の
構
図
が
浮
か
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

月
表
の
斉
欄
で
は
、
公
孫
慶
派
遣
（
と
諌
殺
）
の
前
月
の
二
年
含
量
（
正
月
）
に
、
「
景
駒
を
譲
む
る
に
檀
に
自
ら
王
た
り
て
我
に
請
わ
ざ
る
を

以
て
す
」
と
あ
る
。
『
史
記
睡
十
表
等
に
頻
超
す
る
強
縮
」
は
主
体
と
な
る
国
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
田
畑
の
一
入
称
で
は
な
く
、
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

っ
て
文
自
体
も
口
頭
で
の
発
話
で
は
な
い
。
ま
た
陳
渉
世
家
の
記
す
景
慕
政
権
の
斉
へ
の
提
携
の
申
し
出
も
史
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
二
月
の

公
孫
慶
の
派
遣
は
、
月
表
の
記
す
よ
う
に
、
前
月
の
「
譲
」
へ
の
対
処
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
4
）
　
項
梁
の
登
場
と
懐
王
政
権

先
に
述
べ
た
よ
う
に
項
梁
の
登
場
は
、
長
期
戦
と
な
っ
た
臨
済
戦
の
さ
な
か
の
こ
と
で
あ
る
。
項
梁
は
、
前
年
末
の
九
月
に
呉
郡
会
稽
よ
り
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挙
兵
し
、
二
月
に
揚
子
江
を
渡
っ
て
陳
嬰
や
鯨
布
（
英
布
）
ら
を
取
り
込
み
、
中
原
に
姿
を
現
し
た
。
陳
嬰
は
項
梁
に
合
流
す
る
以
前
、
東
陽

の
少
年
た
ち
に
王
に
推
さ
れ
る
も
、
母
の
助
言
に
よ
っ
て
辞
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
鯨
布
は
も
と
も
と
江
中
の
群
盗
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と

き
陳
を
追
わ
れ
た
呂
臣
と
提
携
し
て
い
た
。
四
月
、
項
梁
は
景
駒
・
秦
嘉
を
打
倒
し
、
さ
ら
に
臨
済
が
陥
落
し
た
六
月
に
は
懐
夢
心
（
の
ち
の

義
帝
）
を
擁
立
し
て
単
票
に
都
を
お
き
、
陳
嬰
は
上
柱
国
、
笹
萱
は
自
ら
武
信
君
と
号
す
る
体
制
が
発
足
し
た
。
秦
軍
が
臨
済
に
釘
付
け
に
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
、
懐
王
政
権
成
立
を
可
能
に
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
臨
震
戦
こ
そ
が
流
末
状
勢
の
最
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

転
機
と
な
っ
た
合
戦
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
六
月
に
は
新
た
に
韓
王
成
も
擁
立
さ
れ
、
六
国
は
す
べ
て
出
揃
っ
た
。
そ
し
て
七
月
、
項
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
東
芝
に
逃
れ
た
魏
・
斉
の
救
出
作
戦
を
敢
行
し
、
九
月
に
は
臨
済
陥
落
時
に
自
決
し
た
区
点
に
代
わ
っ
て
、
魏
豹
が
新
た
に
藩
王
と
な
っ
た
。

　
一
方
斉
で
は
臨
済
戦
に
お
け
る
田
憺
の
戦
死
を
受
け
て
、
七
月
田
仮
（
戦
国
斉
最
後
の
王
田
建
の
弟
）
が
王
に
擁
立
さ
れ
、
田
角
・
田
間
の
兄

弟
が
そ
れ
ぞ
れ
相
・
将
と
な
っ
た
。
二
言
は
最
初
に
政
権
を
立
て
た
も
の
の
、
田
憺
一
族
の
み
が
す
べ
て
の
忍
人
に
支
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
。
何
故
な
ら
岩
窟
に
お
い
て
は
戦
国
以
来
老
鴬
の
有
力
者
が
数
多
く
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
血
統
的
に
優
越
す
る
田
仮
へ
の
結
集
は

当
然
で
あ
っ
た
。
楚
・
趙
に
お
い
て
発
生
し
た
政
権
交
代
が
、
斉
で
も
半
年
遅
れ
で
発
生
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
田
栄
は
翌
八
月
ク
ー
デ
タ
を

起
こ
し
田
憺
の
子
田
市
を
擁
立
、
放
逐
さ
れ
た
圏
仮
は
楚
に
逃
れ
、
四
角
・
田
間
兄
弟
も
趙
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
九
月
、
項
梁
は

趙
・
斉
に
対
し
と
も
に
章
郡
を
撃
つ
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
田
栄
は
楚
・
趙
に
田
仮
ら
の
殺
害
を
要
求
し
て
楚
の
拒
絶
を
被
っ
た
。
そ
し
て
項

梁
は
、
斉
の
独
自
行
動
を
し
り
め
に
、
定
陶
攻
撃
に
突
入
す
る
。

　
以
上
が
楚
を
中
心
と
す
る
諸
国
合
従
確
立
ま
で
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
楚
を
軸
と
す
る
布
陣
は
、
九
月
の
製
陶
に
お
け
る
項
梁
敗
死
を
経
て

も
な
お
、
懐
王
が
旺
台
を
離
れ
、
よ
り
前
線
に
近
い
彰
城
に
移
る
と
い
う
行
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
。
そ
し
て
要
覧
政
権
の
新
た
な
陣
容
と

し
て
、
呂
臣
が
司
徒
と
な
り
、
そ
の
父
の
呂
青
が
令
サ
と
し
て
政
権
に
参
画
す
る
。
一
方
で
上
柱
国
の
異
動
は
伝
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
陳
嬰
が

引
き
続
き
そ
の
地
位
を
維
持
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
項
羽
は
長
安
侯
・
魯
公
、
劉
邦
も
武
安
侯
・
楊
童
話
と
さ
れ
た
。
全
般
的
に
蔓
穂
主
導
の

も
と
、
複
数
の
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
を
図
っ
た
と
見
て
よ
い
。
も
っ
と
も
こ
の
陣
容
は
直
後
の
事
件
に
よ
り
変
容
を
迫
ら
れ
る
が
、
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そ
れ
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
き
、
次
章
で
は
以
上
の
経
過
を
踏
ま
え
て
、
秦
末
の
国
際
政
治
の
構
図
を
概
観
し
よ
う
。

陳渉から劉邦へ（松島）

①
陳
渉
の
本
籍
地
で
あ
る
陽
城
の
所
在
に
つ
い
て
の
議
論
は
古
く
か
ら
存
在
す
る

　
が
、
詳
細
は
隠
語
勇
二
〇
〇
五
（
六
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
で
は
辛
氏

　
の
見
解
に
従
い
、
陳
渉
は
今
の
河
南
省
登
封
県
に
あ
た
る
穎
川
郡
陽
城
に
出
自
し

　
た
も
の
と
す
る
。

②
『
史
記
集
解
㎏
所
斑
の
口
広
説
は
、
門
北
」
は
臨
済
を
指
す
も
の
と
す
る
。

③
漏
人
（
語
漏
）
に
つ
い
て
は
守
屋
一
九
五
二
を
参
照
。
な
お
陳
渉
世
家
で
は

　
「
全
人
将
軍
」
と
い
う
称
讃
で
記
さ
れ
る
。
陳
渉
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
を
主
張

　
す
る
目
的
で
の
名
乗
り
で
あ
ろ
う
か
。

④
『
史
記
』
魏
豹
彰
越
列
伝
門
章
邸
已
破
陳
王
、
乃
進
兵
糧
聖
王
於
臨
済
。
魏
王

　
乃
使
周
市
出
請
救
於
斉
・
楚
。
斉
・
楚
遣
項
宣
・
田
巴
将
兵
随
尊
閣
魏
。
章
郡
遂

　
撃
破
殺
周
市
等
質
、
囲
臨
済
。
餐
為
事
民
約
降
。
約
定
、
答
自
焼
殺
」
。
『
史
記
』

　
懇
望
列
伝
門
車
曳
章
磁
界
魏
王
事
再
臨
済
、
急
。
魏
王
講
救
於
斉
、
聖
王
田
僻
樗

　
兵
救
難
。
章
鄭
夜
街
枚
撃
、
大
破
斉
・
退
軍
、
殺
田
循
急
難
棒
下
。
儂
弟
田
栄
収

　
儂
余
兵
東
駿
東
阿
扁
。
こ
の
よ
う
に
魏
豹
彰
越
列
伝
に
お
い
て
は
斉
・
楚
の
臨
済

　
援
兵
と
周
市
戦
死
後
に
臨
済
包
囲
が
開
始
さ
れ
る
が
、
田
備
列
伝
で
は
章
那
が
臨

　
済
包
囲
を
開
始
し
て
の
ち
、
斉
王
田
儂
親
率
の
救
援
軍
が
敗
北
し
た
と
す
る
。
他

　
方
で
月
表
の
臨
済
戦
に
つ
い
て
の
事
項
を
拾
え
ば
、
「
（
二
年
七
月
）
章
那
已
破
渉
、

　
開
一
餐
臨
…
済
」
・
「
（
四
月
）
臨
渚
…
急
、
m
周
市
如
斉
楚
弛
醗
救
」
・
「
（
六
［
月
）
餐
弟
豹
み
疋
申
果

　
隣
」
と
ほ
ぼ
六
箇
月
に
及
ん
だ
こ
と
が
見
え
る
。

⑤
野
口
一
九
六
九
八
一
頁
、
藤
堂
・
福
島
一
九
八
四
一
六
八
頁
、
小
竹
・
小
竹

　
一
九
九
五
　
一
三
〇
頁
。

⑥
『
史
記
㎞
陳
渉
世
家
は
楚
斉
の
提
携
に
つ
き
、
「
郡
県
等
聞
陳
王
制
破
出
走
、

　
乃
立
景
駒
為
楚
王
、
引
兵
之
方
与
、
欲
撃
秦
法
定
陶
下
」
と
記
す
。
雍
歯
に
離
反

　
さ
れ
た
劉
邦
が
景
駒
政
権
に
参
加
し
た
の
は
二
年
正
月
だ
が
、
そ
の
契
機
は
松
島

　
二
〇
ご
｝
に
見
た
よ
う
に
、
十
｝
月
に
魏
人
周
市
が
劉
邦
か
ら
方
与
を
奪
取
し
た

　
こ
と
に
あ
り
、
周
市
に
す
れ
ば
方
与
の
獲
得
は
か
の
地
が
劉
邦
に
属
す
る
豊
と
充

　
父
に
挟
撃
さ
れ
る
と
い
う
形
勢
の
出
現
で
あ
っ
た
。
翌
月
の
豊
を
守
備
し
て
い
た

　
雍
歯
の
離
反
は
そ
の
結
果
で
あ
り
、
劉
邦
は
群
舞
政
権
に
属
し
て
い
る
間
、
豊
の

　
奮
圓
す
ら
で
き
な
か
っ
た
（
五
頁
）
。
以
上
の
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
二
年
正
月
・

　
二
月
の
時
点
で
方
与
は
魏
の
保
有
に
か
か
り
、
景
駒
政
権
の
勢
力
国
論
外
で
あ
る
。

　
ま
た
秦
軍
も
こ
の
時
期
は
臨
済
に
魏
軍
と
戦
っ
て
お
り
、
定
陶
に
は
到
達
し
て
い

　
な
い
。
こ
の
よ
う
に
陳
渉
世
家
の
記
す
軍
事
的
状
勢
は
全
く
架
空
で
あ
り
、
そ
れ

　
を
背
景
と
し
た
景
駒
政
権
の
田
々
へ
の
提
携
の
申
し
出
も
史
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

⑦
韓
本
成
の
即
位
は
月
表
に
「
（
二
年
六
月
）
韓
王
成
始
」
と
記
さ
れ
る
が
、
具

　
体
的
な
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

⑧
　
魏
豹
即
位
の
時
期
は
月
表
に
よ
る
。
た
だ
し
月
表
は
薄
墨
が
平
陽
に
都
を
覆
い

　
た
と
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
に
河
東
平
生
の
地
が
秦
の
支
配
下
か
ら
離
れ
た
こ
と

　
は
他
に
傍
証
を
得
な
い
。
他
方
で
、
魏
豹
彰
越
列
伝
は
魏
の
再
建
に
つ
い
て
「
魏

　
豹
亡
走
楚
。
楚
仁
王
予
魏
豹
数
千
人
、
復
絢
魏
地
。
項
羽
巳
破
秦
、
降
章
椰
。
豹

　
下
乗
工
十
余
城
。
立
豹
為
諸
王
偏
と
の
経
緯
を
記
す
。
懐
王
が
魏
豹
に
軍
を
与
え

　
魏
の
二
十
堅
城
を
下
し
た
事
実
は
無
視
で
き
な
い
が
、
覆
羽
に
章
郡
降
伏
の
記
事

　
を
挿
入
し
た
の
ち
に
魏
豹
の
即
位
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
列
伝
作
成
の
時
点
で

　
『
史
記
』
は
二
年
九
月
即
位
の
情
報
を
得
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑨
剛
史
記
会
注
考
証
㎞
田
三
農
完
世
家
は
閥
若
瑳
を
引
い
て
「
人
名
下
係
以
子
字

　
者
、
当
時
有
此
称
。
田
町
為
継
子
、
田
文
為
文
子
、
魏
再
為
再
子
、
匡
章
為
章

　
子
」
と
注
し
、
こ
の
「
緯
＋
子
」
の
称
謂
の
頻
用
を
戦
国
期
の
特
徴
と
す
る
。
こ

　
れ
は
む
し
ろ
斉
地
の
傾
向
と
い
う
べ
き
だ
が
、
そ
の
原
麗
と
し
て
斉
に
は
宗
室
田

　
氏
の
大
臣
が
多
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
吉
本
二
〇
〇
三
四
二
－
醐
三
頁
V
。

　
な
お
、
か
か
る
斉
の
国
管
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
太
田
二
〇
〇
七
所
収
の
一
連
の

　
論
考
も
あ
る
。
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第
二
章
　
争
乱
初
期
の
秩
序
形
成
、
及
び
陳
渉
推
戴
記
事
の
再
検
討

（
1
）
　
六
国
復
古
の
諸
相

　
ま
ず
は
争
乱
の
波
及
形
態
と
、
そ
れ
が
六
国
復
古
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
。
あ
る
地
域
に
外
部
か
ら
の
軍
事
的
な
圧
力
が
か
か
っ
た
と

き
、
外
来
の
武
装
集
団
の
首
領
が
そ
の
地
域
の
王
に
擁
立
さ
れ
る
の
が
陳
渉
挙
兵
本
数
箇
月
の
パ
タ
ー
ン
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
の
流
れ
の
先

陣
を
切
っ
た
の
が
陳
渉
で
あ
り
、
武
臣
の
趙
、
韓
広
の
燕
が
つ
づ
い
た
。
逆
に
聖
王
田
憺
の
場
合
は
、
外
部
の
軍
事
的
圧
力
か
ら
の
現
地
の
対

抗
早
食
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
復
古
の
パ
タ
ー
ン
に
は
多
少
の
差
異
が
あ
っ
た
が
、
陳
渉
政
権
の
構
成
員
に
陳
郡
出
身
者
が
見
え
る
こ
と
に
窺

え
る
よ
う
に
、
擁
立
さ
れ
た
の
が
外
来
の
武
装
集
団
の
首
領
で
も
、
現
地
住
民
の
支
持
は
重
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
旧
六
国
は
叛
乱
勃
発
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

四
箇
月
程
で
韓
を
除
き
復
活
し
た
。
た
だ
し
李
開
元
一
九
九
八
が
述
べ
る
よ
う
に
、
復
活
し
た
国
は
み
な
始
皇
帝
に
滅
ぼ
さ
れ
た
国
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

始
皇
以
前
に
滅
亡
し
た
周
・
魯
・
中
山
な
ど
の
復
古
は
な
く
、
ま
た
葛
嬰
に
使
い
捨
て
に
さ
れ
た
嚢
彊
や
、
少
年
た
ち
の
推
戴
を
辞
し
た
陳
嬰

の
例
が
示
す
よ
う
に
、
一
国
内
に
お
け
る
複
数
の
王
の
並
立
、
な
い
し
国
家
の
新
設
も
確
認
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
楚
王
景
雲
・
斉
王
田

仮
・
趙
王
激
・
魏
王
豹
の
即
位
が
そ
れ
ぞ
れ
陳
渉
・
田
憺
・
武
臣
・
魏
餐
の
死
後
で
あ
り
、
ま
た
斉
射
田
市
の
擁
立
が
田
仮
が
楚
に
放
逐
さ
れ

て
以
降
で
あ
る
こ
と
も
、
証
拠
と
な
ろ
う
。

　
つ
づ
い
て
復
活
し
た
諸
国
に
王
が
擁
立
さ
れ
た
原
理
に
つ
い
て
。
李
開
元
一
九
九
八
は
王
の
身
分
的
出
自
を
重
視
し
、
特
に
陳
渉
・
武
臣
・

韓
広
の
よ
う
な
旧
六
国
の
王
族
・
蟹
族
に
出
自
し
た
形
跡
が
な
い
人
物
が
王
と
な
っ
た
こ
と
自
体
を
評
価
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
よ
う
な
過
去

に
培
っ
た
政
治
的
遺
産
を
持
た
な
い
者
が
王
と
称
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
原
理
と
し
て
李
氏
は
、
噸
史
記
』
張
耳
陳
余
列
伝
所
載
の
陳
渉
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戴
の
書
か
ら
、
「
功
徳
」
を
見
出
す
。
し
か
し
陳
渉
世
家
の
推
戴
の
場
面
で
は
、
彼
の
「
徳
」
に
雷
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
武
臣
の
場

合
は
張
耳
・
風
薬
に
よ
る
説
得
が
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
埋
葬
も
燕
地
の
も
と
の
貴
人
・
豪
傑
た
ち
に
「
練
革
に
王
を
立
て
、
趙
又
た
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已
に
王
を
立
つ
。
燕
小
と
難
も
、
亦
た
万
乗
の
国
な
り
。
願
わ
く
ば
将
軍
を
立
て
て
国
王
と
為
さ
ん
」

身
が
王
と
な
る
べ
き
理
由
が
記
載
さ
れ
な
い
以
上
、
功
徳
だ
け
で
は
説
明
困
難
で
あ
る
。

（
陳
渉
世
家
）
と
説
か
れ
る
も
、
彼
自

（
2
）
　
陳
渉
推
戴
記
慕
の
資
料
撹
覇
と
功
徳
原
理
の
不
在

陳渉から劉邦へ（松島）

　
実
は
叛
乱
当
初
の
時
点
に
お
い
て
、
功
徳
の
原
理
を
想
定
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
っ
た
。
や
や
煩
環
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
以
下
の
張
耳
陳
余

列
伝
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

　
陳
申
の
豪
傑
父
老
乃
ち
陳
渉
に
説
き
て
曰
く
、
「
将
軍
身
ず
か
ら
堅
を
被
り
鋭
を
執
り
て
、
士
卒
を
率
い
て
以
て
暴
秦
を
尊
し
、
復
た
楚
の
社
稜
を
立
て
、

　
亡
ぶ
る
を
存
し
絶
え
た
る
を
継
が
し
む
る
は
、
功
徳
宜
し
く
王
為
る
べ
し
。
且
つ
灯
れ
天
下
の
諸
将
に
監
製
す
る
に
、
王
と
為
ら
ざ
れ
ば
不
可
な
り
。
将

　
軍
の
立
ち
て
楚
王
と
為
る
を
願
う
な
り
」
、
と
。

こ
の
陳
渉
推
戴
の
言
は
、
以
下
の
『
漢
書
牛
蝿
帝
紀
下
所
載
の
滋
藤
推
戴
の
上
疏
と
一
部
類
似
す
る
。

　
…
…
大
王
陛
下
、
先
時
秦
仁
道
を
為
し
、
天
下
之
を
諜
す
。
大
王
先
に
秦
王
を
得
て
、
早
上
を
定
め
、
天
下
に
於
い
て
功
最
も
多
し
。
亡
ぶ
る
を
存

　
し
危
う
き
を
定
め
、
敗
る
る
を
救
い
絶
え
た
る
を
継
が
し
め
、
以
て
万
民
を
安
ん
ず
る
は
、
功
盛
ん
に
し
て
徳
厚
し
。
又
た
恵
を
諸
侯
王
の
功
有
る
者
に

　
加
え
、
社
稜
を
立
つ
る
を
得
さ
し
む
。
地
界
已
に
定
ま
る
も
、
而
し
て
位
栄
福
凝
し
て
、
上
下
の
分
亡
し
。
大
王
功
徳
の
著
ら
か
な
る
は
、
後
世
に
於
い

　
　
て
宣
べ
ず
。
昧
死
再
拝
し
て
皇
帝
に
尊
号
を
上
ら
ん
。

両
者
と
も
共
通
し
て
是
許
戦
に
お
け
る
功
が
喧
伝
さ
れ
、
ま
た
陳
渉
推
戴
に
お
い
て
は
諸
将
の
上
に
立
つ
た
め
に
王
に
な
る
べ
き
と
説
か
れ
る

が
、
劉
邦
推
戴
に
お
い
て
も
称
号
が
並
列
で
は
上
下
の
分
が
失
わ
れ
る
の
で
皇
帝
の
尊
号
を
奉
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
論
法
も
類
似
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

加
え
て
傍
線
に
示
し
た
「
存
亡
」
・
「
言
意
」
と
い
っ
た
『
春
秋
公
羊
伝
』
に
由
来
す
る
語
の
一
致
も
目
に
つ
く
。
で
は
、
以
下
の
陳
渉
世
家
の

推
戴
記
事
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
三
老
豪
傑
皆
な
曰
く
、
「
将
軍
身
ず
か
ら
堅
を
被
り
鋭
を
執
り
て
、
無
道
を
伐
ち
、
暴
秦
を
敵
し
、
復
た
楚
圏
の
黒
塗
を
立
つ
る
は
、
功
宜
し
く
王
た
る
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べ
し
」
、
と
。

こ
れ
と
張
耳
陳
余
列
伝
を
比
べ
る
と
、
鎖
線
の
部
分
は
一
致
す
る
。
し
か
し
「
存
亡
」
・
「
継
絶
」
の
箇
所
も
、
陳
渉
が
他
の
諸
将
に
君
臨
す
る

べ
き
と
し
た
部
分
も
見
え
な
い
。

　
列
伝
に
お
け
る
推
戴
の
場
面
は
、
以
下
の
諌
雷
に
つ
づ
く
。

　
陳
渉
此
の
両
人
（
張
耳
・
陳
余
一
筆
者
注
。
以
下
注
記
せ
ず
）
に
問
う
に
、
両
正
対
え
て
曰
く
「
夫
れ
秦
無
道
を
為
し
、
人
の
国
家
を
破
り
、
人
の
社
稜

　
を
滅
し
、
人
の
後
世
を
絶
ち
、
百
姓
の
力
を
罷
れ
さ
せ
、
百
姓
の
財
を
尽
く
す
。
将
軍
暎
冒
張
謄
し
て
、
万
死
～
生
を
顧
ざ
る
の
計
を
出
だ
し
て
、
天
下

　
の
為
に
残
を
除
く
な
り
。
今
始
め
て
陳
に
至
り
て
之
に
立
た
れ
ば
、
天
下
に
私
す
る
を
示
す
。
願
わ
く
ば
将
軍
王
た
る
母
か
れ
、
急
に
兵
を
引
き
て
西
し
、

　
人
を
遣
わ
し
て
六
国
の
後
を
立
て
し
め
、
自
ら
の
為
に
党
を
樹
て
、
秦
の
為
に
敵
を
益
す
な
り
。
敵
多
け
れ
ば
則
ち
力
分
か
れ
、
与
丸
け
れ
ば
則
ち
兵
彊
し
。

　
此
く
の
如
け
れ
ば
野
に
兵
を
交
う
る
無
く
、
県
に
城
を
守
る
無
く
、
暴
秦
を
悪
し
、
成
陽
に
拠
り
て
以
て
諸
侯
に
令
す
。
諸
侯
亡
び
て
立
つ
を
得
れ
ば
、
徳

　
を
以
て
之
を
服
す
、
聞
く
の
如
け
れ
ば
則
ち
帝
業
成
な
ら
ん
。
今
独
り
陳
に
王
た
れ
ば
、
天
下
の
解
を
恐
る
る
な
り
」
と
。
陳
渉
聴
か
ず
、
遂
に
立
ち
て

　
王
と
為
る
。

こ
の
言
に
関
し
て
は
、
『
文
選
』
第
二
十
四
巻
曹
子
建
又
贈
丁
重
王
案
の
李
善
注
に
引
く
陸
貰
『
楚
漢
春
秋
』
に
以
下
の
文
が
あ
る
。

　
呉
広
陳
渉
に
説
き
て
曰
く
「
王
兵
を
引
き
て
西
し
て
撃
た
ば
、
則
ち
野
に
兵
を
交
う
る
無
し
」
と
。

太
字
は
張
耳
癖
余
列
伝
と
の
一
致
点
、
点
線
は
相
違
点
で
あ
る
。
『
楚
漢
春
秋
』
で
は
西
方
進
撃
を
呉
広
の
献
策
と
し
、
陳
渉
に
「
王
」
と
呼

び
か
け
る
が
、
張
耳
・
陳
余
は
登
場
し
な
い
。
～
方
で
張
質
疑
余
列
伝
は
逆
に
六
国
復
古
の
主
張
に
併
せ
、
陳
渉
に
諸
侯
国
の
上
位
に
立
つ

「
帝
業
」
を
勧
め
る
文
言
を
加
え
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
、
内
容
の
懸
隔
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
の
一
部
は
類
似
し
、
し
か
も
張
耳
陳
余
列
伝

の
方
が
レ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
『
羅
漢
春
秋
臨
の
呉
広
の
献
策
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
張
耳
・
食
余
の
諌
言
が
創
作
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
陳
の
「
豪
傑
父
老
」
が
王
た
る
に
相
応
し
い
と
し
た
条
件
で
あ
る
「
存
亡
」
・
「
継
絶
」
の
実
行
を
、
張
耳
・
陳
余
が
陳
渉
に
勧
め

る
の
は
、
話
の
筋
立
て
と
し
て
は
辻
褄
が
合
う
。
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陳渉から劉邦へ（松島）

　
さ
ら
に
ふ
た
つ
の
陳
渉
推
戴
記
事
を
比
較
す
る
と
、
張
耳
陳
余
列
伝
が
「
豪
傑
父
老
」
と
す
る
推
戴
者
を
、
盤
渉
世
家
は
「
三
老
豪
傑
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
点
も
目
に
つ
く
。
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
に
お
い
て
は
壁
画
楚
漢
期
よ
り
「
父
老
」
が
多
く
登
場
す
る
。
だ
が
陳
渉
推
戴
の
場
面
で
の
郷
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

社
会
の
指
導
者
「
三
老
」
の
登
場
は
、
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
が
高
祖
二
（
前
面
〇
五
）
年
一
一
月
に
三
老
設
置
と
記
す
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
陳
渉
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

家
は
異
例
に
見
え
る
。
だ
が
三
老
は
す
で
に
戦
国
期
に
、
少
な
く
と
も
秦
・
趙
・
斉
に
お
い
て
確
認
さ
れ
、
陳
渉
推
戴
に
三
老
が
登
場
す
る
の

は
奇
異
な
光
景
で
は
な
い
。
一
方
で
秦
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
『
史
記
』
高
祖
本
紀
の
法
三
章
制
定
の
場
面
に
父
老
が
登
場

　
　
⑧

す
る
も
、
実
存
す
る
は
ず
の
三
老
が
登
場
し
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
『
史
記
隔
高
祖
本
紀
は
二
年
二
月
の
三
老
設
置
を

記
載
し
な
い
が
、
翌
三
月
に
は
「
新
城
の
三
老
董
公
」
が
登
場
し
、
劉
邦
に
義
帝
の
死
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
に
お
い
て
は
、
三

老
は
二
年
三
月
ま
で
に
は
存
在
し
て
い
た
と
す
る
の
が
、
一
般
的
な
認
識
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
二
年
二
月
の
三
老
設
置
は
、

「
あ
ら
た
め
て
」
三
老
を
置
い
た
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
高
祖
二
年
以
前
の
事
件
を
記
述
す
る
文
献
に
お
い
て
三
老
↓
父
老
の
書
き
換
え
は
想
定
で
き
て
も
、
父
老
↓
三

老
の
書
き
換
え
は
想
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
陳
渉
世
家
の
記
述
こ
そ
が
、
管
見
の
限
り
陳
渉
推
戴
を
記
し
た
最
古
層
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

耳
童
心
列
伝
は
こ
れ
を
も
と
に
劉
邦
推
戴
上
砂
を
改
変
し
た
陳
渉
推
戴
の
言
を
作
文
し
、
さ
ら
に
張
耳
・
陳
余
の
諌
言
を
創
作
し
た
。
要
す
る

に
張
細
身
余
列
伝
の
陳
渉
推
戴
の
場
面
は
、
陳
渉
世
家
の
原
資
料
と
な
っ
た
文
献
（
例
え
ば
『
楚
漢
春
秋
臨
な
ど
）
を
念
頭
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
作
為
性
は
極
め
て
高
い
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
陳
渉
世
家
に
は
「
徳
」
字
が
使
用
さ
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
盤
渉
推
戴
の
言
自
体
、
以
下
の
項
羽
本
紀
の
分
封
開

始
時
に
お
け
る
項
羽
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
天
下
初
め
て
難
を
落
せ
し
時
、
仮
り
に
諸
侯
の
後
を
立
て
て
以
て
秦
を
伐
つ
。
然
れ
ど
も
身
ず
か
ら
堅
を
被
り
鋭
を
執
り
て
事
を
酋
め
、
野
に
暴
露
す
る
こ

　
と
三
年
、
秦
を
滅
ぼ
し
て
天
下
を
定
む
る
者
は
、
皆
な
将
相
諸
齎
と
籍
（
項
羽
の
誰
）
の
力
な
り
…
…
。

も
と
よ
り
劇
壇
の
時
点
で
は
「
滅
秦
」
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
「
暴
秦
を
諌
す
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
項
羽
の
発
言
は
、
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　　　　　　　　図　陳渉推戴記事の形成過程

　　　　　　　　　　　　　　　［劉邦推戴上疏］＼

［分封時の項羽の発言］一〉陳渉世家（の原資料）⇒張耳陳余列伝

　　　　　　　　　　呉広嚇、温田、，／

け
で
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

の
こ
と
と
い
え
る
。

六
国
の
復
古
と
秦
の
打
倒
を
別
箇
の
事
柄
と
し
て
扱
う
。
麗
麗
の
発
言
は
既
成
の
諸
侯
を
「
仮
」
と
切
り
捨
て
、
「
野

に
暴
露
す
る
」
よ
う
な
直
接
的
な
軍
功
の
み
を
功
績
と
主
張
す
る
点
で
、
同
時
代
的
に
も
特
殊
な
発
想
に
基
づ
く
の
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
よ
り
「
常
識
的
」
な
陳
渉
世
家
の
記
述
が
実
録
で
あ
る
保
証
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
発
言

中
に
お
い
て
項
羽
は
、
滅
秦
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
諸
将
相
が
行
動
を
開
始
し
た
こ
と
を
、
「
首
事
」
と
呼
ぶ
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
『
史
記
幅
の
他
箇
所
に
お
い
て
は
、
陳
渉
あ
る
い
は
楚
が
「
弔
事
」
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
史
記
』
（
あ
る
い
は

そ
の
原
資
料
）
に
お
い
て
は
、
六
国
復
古
の
先
駆
け
と
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
「
首
事
」
の
語
を
用
い
る
の
が
通
常
で

あ
る
。
逆
に
い
え
ば
項
羽
の
発
言
は
、
一
般
的
認
識
と
は
異
な
る
歴
史
認
識
を
伝
え
て
い
る
。
か
か
る
瀬
野
の
発
雷
を

陳
渉
推
戴
の
場
面
に
転
用
す
る
こ
と
は
、
項
羽
の
特
異
性
を
相
対
化
す
る
意
図
的
な
行
為
と
推
測
さ
れ
る
が
、
一
方
で

こ
の
行
為
に
よ
り
分
封
時
の
笹
舟
の
発
言
が
、
よ
り
古
く
ま
た
独
自
の
認
識
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。

結
局
、
陳
渉
推
戴
の
場
面
に
お
い
て
は
「
徳
」
ば
か
り
で
な
く
「
功
」
の
要
素
も
、
資
料
か
ら
は
窺
い
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
証
の
結
果
、
陳
渉
の
王
位
は
彼
の
「
功
徳
」
が
評
価
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
李
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
、
陳
渉
即
位
に
よ
っ
て
「
功
徳
」
と
い
う
新
し
い
政
治
理
念
が
成
立

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
平
民
王
政
↓
軍
功
王
政
↓
劉
邦
の
即
位
と
連
な
る
新
し
い
政
治
的
伝
統
が
形
成
さ
れ
た
わ

　
　
　
　
武
臣
や
韓
広
の
即
位
の
場
面
で
、
彼
ら
の
業
績
な
い
し
人
格
を
評
価
す
る
文
言
が
確
認
さ
れ
な
い
の
は
当
然

（
3
）
　
王
位
の
正
統
性
を
保
証
す
る
も
の

管
見
の
限
り
、
武
臣
や
韓
広
あ
る
い
は
田
鼠
が
王
を
自
称
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
単
に
そ
の
地
に
は
王
が
不
在
で
あ
る
、
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ひ
き

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
武
臣
自
立
の
場
面
に
お
い
て
、
張
耳
・
陳
余
は
「
将
軍
今
三
千
人
を
驚
い
て
趙
の
数
十
城
を
下
し
、
独
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ず

河
北
に
介
居
す
る
も
、
王
た
ら
ざ
れ
ば
以
て
之
を
填
む
る
無
し
」
（
張
耳
陳
余
列
伝
）
と
説
得
し
、
田
幡
も
秋
夕
の
豪
吏
・
子
弟
の
前
で
「
諸
侯

皆
な
秦
に
反
し
て
自
立
す
。
斉
、
古
の
建
国
な
り
、
憺
、
田
氏
な
り
、
当
に
王
た
る
べ
し
」
と
称
し
て
い
る
。
田
憺
の
場
合
、
田
氏
の
後
商
と

の
理
由
に
よ
っ
て
王
と
な
り
え
た
が
、
そ
れ
と
て
彼
が
他
の
田
氏
成
員
を
差
し
置
い
て
王
を
称
し
う
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、

あ
く
ま
で
一
国
に
一
王
が
い
る
と
い
う
枠
組
み
で
あ
り
、
王
位
に
あ
る
べ
き
人
物
の
選
定
基
準
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
重
視
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
上
の
も
の
と
し
て
得
ら
れ
た
王
位
を
永
続
化
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
前

章
（
1
）
の
武
臣
即
位
の
経
緯
や
、
前
章
（
3
）
に
描
い
た
田
鰻
と
書
駒
の
紛
議
を
想
起
さ
れ
た
い
。
趙
王
武
臣
は
そ
の
即
位
の
旨
を
干
渉
に

通
知
し
、
楚
王
景
駒
は
斉
王
鋼
車
か
ら
の
批
難
へ
の
対
応
と
し
て
公
孫
慶
を
派
遣
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
王
位
の
正
統
性
は
他
国
の

王
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
む
ろ
ん
承
認
す
る
側
に
と
っ
て
も
、
そ
の
行
為
を
発
動
す
る
こ
と
で
自
己
の
地
位
の

正
統
性
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
事
例
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
政
治
的
事
情
…
例
え
ば
同
盟
関
係
の
構
築
な
ど
一
も
あ

る
。
し
か
し
現
存
の
王
の
王
た
り
え
る
根
拠
が
国
内
的
に
は
明
確
で
な
い
以
上
、
正
統
性
の
根
拠
を
国
外
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
王
た
ち
の

相
互
承
認
へ
の
動
き
は
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
・
人
間
集
団
が
有
す
る
「
生
存
本
能
」
よ
り
発
し
た
個
別
の
要
因
さ
え
も
包
摂
し
た
と
こ
ろ
の
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

般
的
傾
向
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
を
規
定
し
た
も
の
が
、
六
国
の
復
古
と
い
う
、
統
一
秦
以
前
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
。

（
4
）
　
国
際
秩
序
の
形
成
と
王
た
ち
の
第
一
人
者

　
や
が
て
旧
六
国
の
あ
い
だ
で
は
、
単
に
他
国
王
を
承
認
す
る
と
い
う
行
為
以
上
の
秩
序
が
出
現
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
当
初
、
陳
渉
の
楚
と

武
臣
の
趙
の
二
箇
国
関
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
田
憺
の
斉
が
加
わ
る
こ
と
で
「
国
際
秩
序
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
前
章
（
3
）
の
魏
餐
擁
立
の
経
緯
に
見
え
る
よ
う
に
、
陳
渉
は
一
応
の
尊
重
を
受
け
て
い
た
も
の
の
、
他
国
か
ら
圧
力
を
か
け

ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
旧
王
族
の
拒
絶
と
い
う
信
念
は
、
陳
渉
に
残
さ
れ
た
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
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れ
す
ら
自
ら
の
手
で
否
定
す
る
破
目
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
建
前
で
あ
っ
て
も
、
官
歴
が
他
国
の
王
を
承
認
す
る
主
体
と

看
倣
さ
れ
て
い
た
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
が
生
産
的
だ
ろ
う
。
周
市
の
王
位
は
、
斉
・
趙
が
求
め
る
だ
け
で
は
成
立
せ
ず
、
陳
渉
に
要
求
し
な

く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
列
国
の
王
位
の
承
認
は
、
対
等
な
相
互
間
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
王
の
な
か

の
第
一
人
者
が
担
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
第
一
人
者
」
と
は
、
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
語
だ
が
、
そ
れ
は
当
時
の
諸
侯
国
間
、
な
い
し
「
天
下
」
・
「
申
国
」
な
ど

と
称
さ
れ
る
所
謂
申
合
本
土
（
華
南
・
雲
華
地
方
を
除
く
）
に
お
け
る
煮
主
だ
ち
の
な
か
の
第
岬
人
者
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
か

か
る
第
　
人
者
の
地
位
は
伝
統
的
に
は
天
子
た
る
周
王
が
担
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
観
念
は
中
山
仁
方
壺
（
『
股
周
金
文
集
成
喚
九
七
王
五
）

銘
文
の
、
前
三
一
六
年
に
発
生
し
た
燕
王
檜
の
子
之
禅
譲
事
件
を
批
判
し
た
「
之
を
外
に
し
て
は
則
ち
将
に
天
子
の
廟
に
上
観
し
、
而
し
て
退

き
て
諸
侯
と
会
同
に
歯
長
せ
ん
と
す
」
と
の
曳
舟
に
窺
え
る
よ
う
に
、
戦
国
中
期
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い
た
（
吉
本
二
〇
〇
五
四
九
八
頁
）
。

ま
た
こ
の
言
辞
は
、
燕
が
召
公
度
の
系
統
に
拠
ら
な
い
新
本
即
位
の
承
認
を
前
王
と
諸
侯
た
ち
に
求
め
た
こ
と
も
示
唆
す
る
。
君
主
の
地
位
の

正
統
性
が
諸
国
間
の
会
盟
朝
聰
と
い
っ
た
外
交
的
手
段
で
保
証
さ
れ
て
い
た
春
秋
的
状
況
は
、
こ
の
時
期
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
晋
↓

魏
を
核
と
す
る
霧
者
体
制
の
再
建
が
断
念
さ
れ
て
以
降
、
優
越
的
な
～
国
の
打
倒
を
主
た
る
目
的
に
合
従
軍
が
し
ば
し
ば
組
織
さ
れ
、
そ
の
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

目
た
る
王
は
「
従
長
」
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
は
戦
国
後
期
以
降
の
国
際
秩
序
に
も
第
一
人
者
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て

斉
・
秦
に
よ
る
東
西
称
美
に
よ
る
地
理
的
棲
み
分
け
と
そ
の
挫
折
（
昭
賢
相
十
九
〈
前
額
八
八
〉
）
、
周
の
断
絶
（
前
　
孟
六
）
も
あ
っ
て
、
他
国
王

の
地
位
を
承
認
し
う
る
第
一
人
者
の
役
割
は
、
天
子
か
ら
、
最
有
力
国
な
い
し
は
合
従
軍
の
長
た
り
え
る
王
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
復
古
を
遂
げ
た
ば
か
り
の
時
期
の
列
国
に
お
い
て
、
第
一
人
者
に
よ
る
他
国
王
の
承
認
だ
け
で
は
、
秩
序
の
維
持
に
は
不
充
分
で
あ

り
、
ま
た
誰
が
第
一
人
者
に
相
応
し
い
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
と
く
に
斉
王
田
鼠
は
陳
渉
の
死
後
、
第
一
人
者
と
し
て
の
役
割
を
主
張
し

た
が
、
そ
れ
は
楚
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
田
憺
が
魏
の
危
機
を
救
う
べ
く
臨
済
戦
に
積
極
的
に
関
与
す
る
の
も
、
自
国
の
実

力
の
主
張
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
魏
の
援
兵
要
求
の
使
者
は
斉
ば
か
り
か
楚
に
も
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
田
平
は
名
実
と
も
に
第
一
人
者
た
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り
え
な
か
っ
た
。
臨
済
陥
落
の
の
ち
秦
が
東
阿
に
ま
で
軍
を
進
め
た
そ
の
と
き
、
項
梁
率
い
る
楚
軍
は
魏
・
斉
軍
の
救
援
に
向
か
う
。
こ
の
前

後
に
行
わ
れ
た
韓
王
成
・
魏
王
豹
擁
立
と
併
せ
て
、
項
梁
は
ま
さ
し
く
「
存
亡
」
・
「
継
絶
」
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
王
位
承
認
の
権

能
に
軍
事
力
の
裏
付
け
を
得
て
、
懐
王
は
列
国
の
第
一
人
者
と
し
て
国
際
秩
序
の
維
持
を
図
り
う
る
存
在
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
楚
懐
王
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
の
確
立
に
よ
っ
て
、
列
国
の
状
勢
は
ひ
と
ま
ず
安
定
を
得
た
が
、
樗
蒲
政
権
の
意
義
は
む
し
ろ
、
演
出
者

た
る
項
梁
の
死
後
も
存
続
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、
叛
乱
発
生
か
ら
約
一
年
後
に
擁
立
さ
れ
た
懐
王
心
の
血
統
的
権
威
の
み
で
説
明

　
　
　
　
　
⑭

可
能
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
確
立
し
た
体
読
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
特
定
個
人
・
勢
力
に
の
み
依
存
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

六
国
に
一
定
の
秩
序
と
安
定
、
そ
し
て
協
調
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
秦
の
打
倒
と
い
う
目
的
の
共
有
で
あ
っ
た
。
目
的
の
共
有
は
、
六
国
の
協

調
を
確
立
さ
せ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
項
梁
は
陳
子
取
り
込
み
の
際
、
「
使
い
を
し
て
与
に
連
和
し
て
倶
に
凝
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
し
む
」

と
述
べ
た
が
、
こ
の
と
き
「
連
和
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。
連
和
は
『
史
記
』
に
初
出
す
る
語
彙
で
、
軍
事
的
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

動
の
た
め
の
提
携
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
項
梁
は
陳
嬰
と
の
連
携
の
た
め
、
「
倶
に
西
す
る
」
1
1
秦
の
打
倒
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

地
域
ご
と
の
独
自
性
が
強
い
楚
に
お
い
て
は
、
古
い
国
号
を
振
り
か
ざ
す
だ
け
で
は
国
内
を
統
合
で
き
な
か
っ
た
。
目
標
の
共
有
に
よ
っ
て
、

初
め
て
楚
は
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
二
宮
戦
死
後
の
懐
王
自
身
の
北
上
、
そ
し
て
「
先
に
手
中
を
定
め
た
者
を
そ
の
地
の
王
と
す
る
」

と
い
う
内
容
の
「
背
黒
の
約
」
を
発
し
た
意
味
も
、
そ
こ
か
ら
は
っ
き
り
す
る
。
懐
王
も
ま
た
、
秦
の
打
倒
と
い
う
目
的
に
準
拠
し
た
行
動
を

披
露
す
る
こ
と
で
、
楚
の
結
束
を
乱
さ
ず
、
自
身
の
地
位
を
も
安
定
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

①
　
旧
六
国
の
枠
組
み
の
強
固
さ
は
、
柴
田
二
〇
＝
一
a
・
二
〇
＝
一
b
も
指
摘
す

　
る
。

②
衛
に
つ
い
て
は
滅
亡
年
代
を
は
じ
め
と
し
て
問
題
は
多
い
が
、
秦
末
状
勢
に
関

　
わ
る
事
柄
な
ど
は
確
認
さ
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
考
慮
に
入
れ
な
い
。

③
そ
の
詳
細
な
内
容
は
、
劉
邦
推
戴
の
上
疏
を
分
析
し
た
李
開
元
二
〇
〇
〇
（
一

　
五
三
－
一
五
八
頁
）
を
参
照
。
李
氏
に
よ
れ
ば
、
門
功
」
と
は
基
本
的
に
軍
功
を

　
い
い
、
「
徳
」
は
恩
恵
を
施
す
こ
と
を
い
う
。

④
噌
春
秋
公
羊
伝
㎞
簸
公
十
七
年
「
植
公
嘗
有
継
絶
存
亡
之
功
」
。
劉
邦
推
戴
の

　
上
疏
の
直
接
の
典
拠
で
は
な
い
が
『
論
語
』
隻
数
に
も
「
興
滅
国
、
継
絶
世
、
挙

　
逸
民
、
天
下
之
民
帰
心
焉
」
と
あ
る
。
な
お
隅
公
羊
伝
㎏
の
記
述
に
つ
き
何
休
電

　
は
「
継
絶
」
を
魯
僖
公
の
擁
立
、
「
存
亡
」
を
邪
・
衛
・
杞
の
三
国
を
復
活
さ
せ

　
た
と
こ
と
と
す
る
が
、
要
は
「
覇
者
偏
と
し
て
の
行
動
の
こ
と
で
あ
る
。
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⑤
父
老
に
つ
い
て
は
、
守
門
一
九
五
五
を
参
照
。

⑥
『
漢
書
葱
高
帝
紀
下
「
（
高
祖
二
年
二
月
）
挙
民
年
五
十
以
上
、
有
難
行
、
能

　
帥
衆
為
善
、
置
以
為
三
老
、
郷
一
人
」
。
漢
代
の
三
老
に
つ
い
て
は
、
鷹
・
取
一
九

　
九
四
を
参
照
。

⑦
秦
に
つ
い
て
は
、
『
常
磁
畠
百
官
公
卿
極
上
に
県
の
令
・
長
や
三
老
を
含
む
郷

　
官
等
の
県
道
官
を
｝
括
し
て
「
皆
秦
制
」
と
す
る
認
識
が
郵
書
さ
れ
、
ま
た

　
子
蝕
兵
技
巧
諸
篇
に
も
備
城
門
「
守
堂
下
為
大
熊
、
高
空
城
、
堂
下
周
敬
、
道
中

　
応
客
、
客
待
見
、
時
召
羅
老
妻
藻
宮
猛
者
、
与
金
嵩
・
得
行
徳
計
謀
合
、
乃
入

　
裸
」
・
号
令
「
三
老
・
守
闘
令
属
繕
夫
為
答
。
若
他
以
事
者
囲
者
、
不
得
入
黒
中
。

　
三
男
臼
得
入
家
人
。
伝
令
里
中
有
以
羽
、
羽
在
三
所
差
、
家
人
各
令
其
機
中
、
失

　
令
、
若
稽
留
令
者
、
断
。
家
有
守
者
治
食
。
吏
卒
民
無
符
節
、
而
捜
入
黒
巷
官
府
、

　
吏
・
三
老
・
守
闘
者
失
苛
止
、
皆
断
」
と
三
老
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
兵
技
巧

　
諸
篇
は
こ
れ
ま
で
も
官
名
の
一
致
等
か
ら
七
人
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た

　
が
（
寄
仲
里
一
九
五
八
八
頁
）
、
現
在
で
は
、
斉
・
魯
作
成
の
急
戦
と
、
号
令
篇

　
等
の
秦
地
作
成
の
諸
篇
と
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
秦
地
将
来
の
諸
篇
を
も
と
に

　
斉
・
魯
の
地
で
備
城
門
早
筆
の
諸
篇
が
成
書
さ
れ
た
と
す
る
過
程
が
想
定
さ
れ
て

　
い
る
（
吉
本
二
〇
〇
三
）
。
さ
ら
に
噸
管
子
臨
度
地
に
も
「
与
三
老
・
里
有
司
・

　
伍
長
・
行
里
、
因
父
母
案
行
、
閲
具
備
水
之
盤
」
と
あ
り
、
斉
地
に
お
い
て
も
存

　
在
す
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
加
え
て
趙
の
場
合
も
隅
史
記
㎞
趙
世
家
に
「
武
霊

　
王
元
年
…
…
国
三
老
年
八
十
、
月
致
曲
礼
」
と
あ
る
。
三
老
の
呼
称
の
曲
来
は

　
『
礼
記
』
文
王
世
子
・
楽
記
等
に
見
え
る
三
老
五
更
の
養
老
儀
礼
と
さ
れ
る
が

　
　
（
鷹
取
一
九
九
四
二
五
頁
）
、
こ
の
よ
う
な
礼
説
由
来
の
役
職
名
が
複
数
の
国
に

　
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
露
な
る
職
事
は
戦
国
後
期
の
儒
家
的
な
礼
説
の
普
及
状

　
況
下
に
お
い
て
、
国
家
的
政
策
と
し
て
各
郷
里
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

　
な
お
『
史
記
㎞
滑
稽
列
伝
楮
少
孫
補
に
も
構
文
侯
時
代
の
こ
と
と
し
て
「
郷
三

　
老
・
廷
操
常
歳
賦
敏
百
姓
」
・
「
至
其
時
、
西
門
訓
導
会
之
河
上
。
三
老
・
官
属
・

　
豪
長
者
・
黒
父
老
皆
会
、
以
人
民
往
観
虚
者
三
二
千
人
」
と
三
老
が
登
場
す
る
。

　
だ
が
百
姓
万
民
に
対
し
て
の
賦
や
、
「
吏
卒
」
の
語
が
見
え
る
よ
う
に
、
戦
国
初

　
期
の
実
態
を
反
映
し
た
道
具
立
て
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
魏
に
お
け
る
三
老
の

　
有
無
は
不
明
で
あ
る
。

⑧
噸
史
記
隔
高
祖
本
紀
「
召
諸
県
父
老
豪
桀
猶
『
父
老
苦
秦
苛
法
豊
里
、
誹
誘
者

　
族
、
偶
語
者
笄
市
。
吾
与
諸
侯
約
、
先
入
関
者
王
之
、
吾
轟
王
冠
中
。
与
父
老
約
、

　
法
三
章
耳
。
殺
人
戦
死
、
傷
人
及
盗
羅
馬
。
奏
上
除
去
論
法
。
肩
甲
人
皆
案
堵
如

　
故
。
凡
暑
所
以
来
、
為
父
老
除
害
、
非
有
所
侵
暴
、
無
恐
。
且
吾
所
以
還
軍
覇
上
、

　
待
諸
侯
至
血
温
約
束
耳
島
。
乃
出
入
与
襟
芯
違
警
郷
邑
、
密
諭
之
」
。

⑨
『
史
記
』
で
は
劉
邦
の
推
戴
は
よ
り
節
略
さ
れ
て
詫
さ
れ
る
が
、
張
耳
陳
余
列

　
伝
の
記
述
に
よ
っ
て
、
『
漢
書
臨
所
載
の
上
疏
が
『
史
記
㎞
成
誉
以
前
に
存
在
し

　
て
い
た
こ
と
も
判
る
。

⑳
陳
渉
世
家
が
『
楚
漢
春
秋
㎞
所
載
の
呉
広
の
献
策
を
採
録
し
な
い
の
は
、
張
耳

　
陳
余
儀
怯
と
の
矛
盾
を
揮
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑪
「
は
じ
め
に
偏
で
挙
げ
た
陳
渉
世
家
の
論
評
や
第
一
章
に
見
た
公
孫
慶
の
発
言

　
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
項
羽
本
紀
「
当
韻
律
、
秦
嘉
巴
立
景
駒
為

　
楚
王
、
軍
彰
城
東
、
欲
距
項
梁
。
項
梁
謂
軍
吏
日
『
聡
警
先
首
事
、
戦
不
利
、
未

　
聞
所
在
。
今
秦
嘉
島
難
聴
而
立
黒
駒
、
逆
無
道
鷺
・
「
居
郷
人
萢
増
…
…
往
説
項

　
累
日
糊
…
…
今
陳
書
首
題
、
不
立
楚
後
嗣
自
立
、
其
勢
三
密
。
…
…
嚇
」
の
用
例

　
が
あ
る
。

⑫
も
っ
と
も
三
王
韓
広
は
現
存
の
資
料
か
ら
は
、
量
器
在
世
時
に
他
国
か
ら
承
認

　
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
だ
が
張
耳
陳
余
列
伝
に
は
、
宿
墨
即
位
後
に
趙
王
武
臣
が

　
～
艶
冶
に
捕
縛
さ
れ
た
が
、
趙
側
の
醐
養
卒
の
尽
力
に
よ
っ
て
武
臣
解
放
が
な
つ

　
た
事
件
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
冬
至
韓
広
の
地
位
が
趙
と
の
交
渉
の
よ

　
っ
て
実
質
的
に
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑬
『
史
記
』
楚
世
家
門
（
懐
王
）
十
一
年
、
蘇
営
繕
従
山
來
六
国
共
攻
秦
、
楚
懐

　
王
為
従
長
」
。
春
夢
君
列
伝
「
春
申
君
津
二
十
二
年
、
諸
侯
患
秦
攻
伐
無
已
陣
、

　
乃
相
与
合
従
、
西
伐
秦
、
官
署
王
為
従
長
、
回
申
君
用
事
」
。
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⑭
太
田
二
〇
〇
九
は
、
秦
末
の
諸
叛
乱
に
お
い
て
東
遷
後
に
新
た
に
楚
に
組
み
込

　
ま
れ
た
地
域
か
ら
出
自
し
た
勢
力
で
は
楚
王
室
の
権
威
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
ず
、

　
楚
王
室
の
猛
士
の
推
戴
を
説
い
た
萢
増
が
、
抜
駆
以
前
か
ら
の
楚
の
彊
域
に
あ
っ

　
た
居
巣
出
身
の
老
人
で
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
述
べ
る
。

⑮
『
史
記
』
呂
太
后
本
紀
「
斉
王
廼
遺
諸
侯
下
書
臼
…
…
廼
留
追
駆
陽
、
使
使
諭

　
斉
王
及
諸
侯
、
与
翠
黛
、
以
待
呂
氏
変
、
共
謙
之
。
斉
王
聞
之
、
廼
還
兵
西
界
待

　
約
」
。
楚
世
家
「
楚
欲
与
島
韓
連
和
写
角
、
因
欲
園
周
」
。
外
戚
世
家
又
魏
）
豹

　
初
與
漢
撃
楚
、
及
聞
許
負
醤
、
心
独
喜
、
僧
事
漢
而
畔
、
中
立
、
鮮
烈
楚
連
和
レ
。

　
楚
元
王
世
家
「
呉
楚
反
、
趙
王
遂
与
合
謀
起
業
。
豊
穣
建
徳
・
内
曇
王
惇
諌
、
不

　
聴
。
遂
焼
殺
建
徳
・
王
惇
、
発
兵
屯
其
西
界
、
欲
待
呉
与
倶
西
。
北
使
飼
奴
、
与

　
連
和
事
漢
」
。

⑯
例
え
ば
項
梁
北
上
の
き
っ
か
け
は
、
陳
渉
の
命
で
故
郷
広
陵
に
派
遣
さ
れ
て
い

　
た
召
平
が
、
陳
渉
の
敗
走
と
秦
軍
の
接
近
を
知
っ
て
揚
子
江
を
渡
り
王
命
を
矯
め

　
て
項
梁
を
上
弱
国
と
し
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
召
平
の
南
行
は
彼
が
広
陵
を
下
す
こ

　
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
隙
渉
が
東
海
郡
下
の
諸
県
を
取
り
込
め
な
か

　
つ
た
さ
ま
が
判
る
。
ま
た
項
梁
の
陳
嬰
取
り
込
み
も
二
月
で
あ
り
、
こ
の
と
き
景

　
駒
が
撮
物
と
し
て
鱈
潔
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
東
陽
等
の
潅
水
以
南
の
諸
県
は
景

　
駒
政
権
に
も
従
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
楚
国
内
の
地
域
的
多
様
性
と
旗
印
と

　
し
て
の
楚
の
役
割
は
、
太
田
二
〇
〇
九
・
太
田
二
〇
一
二
を
参
照
。

第
三
章
　
項
羽
十
八
王
分
封
の
実
像

陳渉から劉邦へ（松島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
高
祖
元
（
前
二
〇
六
）
年
正
月
、
項
羽
は
自
ら
覇
王
と
し
て
侯
王
を
各
地
に
擁
立
し
た
。
樹
齢
は
雷
干
と
改
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
存
在
は
事

実
上
棚
上
げ
さ
れ
た
。
「
覇
王
」
の
十
八
は
、
春
秋
期
の
霧
者
の
延
長
に
あ
り
、
帝
（
天
子
・
周
王
）
　
　
覇
王
（
覇
者
・
侯
伯
）
　
　
聖
王
（
諸

侯
）
の
三
段
構
成
の
国
際
秩
序
を
表
現
す
る
も
の
だ
が
（
吉
本
二
〇
〇
五
五
二
七
買
）
、
か
か
る
体
制
は
懐
王
政
権
成
立
時
と
は
大
い
に
異
な
る
。

こ
の
項
羽
の
新
体
制
は
、
こ
れ
ま
で
の
秩
序
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
有
し
、
楚
漢
戦
争
以
降
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
。
そ
れ
ら
を
知
る
た

め
に
、
項
羽
の
分
封
体
制
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
一
）
　
分
封
の
前
提
条
件

　
か
か
る
秩
序
が
成
立
し
え
た
背
景
に
、
項
羽
の
突
出
が
あ
る
。
影
響
の
敗
死
後
、
政
権
の
主
導
権
は
懐
王
自
身
に
移
り
、
項
羽
は
有
力
で
は

あ
る
も
一
介
の
部
将
に
留
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
素
鑓
が
陳
嬰
・
野
鼠
ら
を
結
集
し
て
下
墨
に
駐
屯
し
た
時
点
に
お
け
る
軍
勢
の
総
数
六
、
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表　口羽十八王

王国 新国 榔 出身 旧号 救趙 入関 備考（項羽本紀所見の新王の事績） 高上

楚 義臣 楚 （懐王）

西楚 項羽 彰城 楚 （楚将） ○ ○ ○

秦 漢 劉邦 二物 魏 （楚将＞li訟 ○ ○ （省略） ○

雍 章郡 円丘 秦 秦将
一

○ ○

塞 司馬欣 櫟陽 秦 長史
一

○ 故為櫟陽獄豫，嘗有徳於項梁※王 ○

餐 董馨 三期 秦 都尉
…

○ 勧章郡降楚 ○

魏 亜魏 魏豹 平陽 魏 魏王 ○ ○ ×

韓 海南 申陽 洛陽 楚？ 楚将？暇丘公？ 張耳饗筆屋，先下河爾，迎楚河上 ○

韓 韓成 陽霧 韓 韓王 ×

魏 股 司馬印 朝日 趙 賊将 定1納，数有功｝…∈2 ○

趨 代 趙蹴 代 趙 趙王
一

○

常山 聞耳 裏睡 魏 無相
一

○ 素費…13，又從入関 ○

楚 九江 英町 六 楚 当賜君 ○ ○ 為楚将，常冠軍削 ○

衡由 醸酒 郭 楚 礎将）鄙君 ○ 率百工佐諸侯漏，又従入関 愚

臨江 共敷 江陵 楚 柱国 将兵撃南郡 爵

燕 遼東 芝煮 無終 燕 燕王 露

燕 鴬茶 薙 燕 主将 ○ ○ 従楚土塗，豊艶入墨 二

曲 愛東 旺1市 即墨 斉 斉王 ×

臨溝｛ 田都 臨瀦 斉 斎将 ○ ○ 山田趙，断闇闇※6 ×

土間 田安 博陽 斉 斉王田建孫 ○ ……
ｺ済日数城，総論兵降闇闇※7 ×

※1冨史記』項羽本紀「項梁二二上陽逮，乃講薪獄豫曹餐書抵櫟陽獄橡司馬欣，闇闇事由巴」。

※2匿史記』太史公自序「劇螢玄孫（司謁）印為武信君将術絢朝歌。諸縁之相王，黒印於毅」。

※3『兜記』張葺陳余列伝「項羽亦素数聞張耳賢，乃分趙立張耳為常艮1三E」。

※4『史言漂鯨塀列伝「項干渉潅而堕，撃間駒・秦嘉等，布常州軍」。

※5『漢書毒高帝紀下「（高根五年〉翌日・・…・四百穂之兵，以佐諸侯，諌暴嚢」。

※6『史記」懸賞列俵「斉三田都従共救趨，因入関」。

※7『史記護田憺列伝「項零可方渡河救趙，田安下済北数城，引兵降項羽」。

　太字は新規の王。携列は義帝・項羽を除き項羽本紀に従う。

　塙紀」の幽は本表と高祖本紀所載詑事の排列が異なるもの。

〈
六
二
〇
七
〉
十
二
月
）
大
い
に
秦
軍

戦
い
の
さ
な
か
、
月
表
の
「
（
三
年

お
け
る
勝
利
に
起
因
す

た
の
は
、
ひ
と
え
に
ご

る②の
O

鍾
鹿
の

大
会
戦
に

な
ら
ず
列
国
間
に
お
い
て
も
高
ま
つ

さ
せ
た
。
項
羽
の
存
在
感
が
楚
の
み

急
行
し
、
つ
い
に
秦
将
章
郁
を
降
伏

改
め
て
上
将
軍
を
拝
命
し
て
鍾
鹿
に

の
十
一
月
、
項
羽
は
宋
義
を
殺
害
、

を
象
徴
す
る
。
し
か
し
行
軍
の
中
途

布
陣
は
、
そ
の
よ
う
な
項
羽
の
位
置

項
羽
を
次
将
、
萢
増
を
丁
田
と
す
る

趙
戦
に
お
け
る
、
宋
義
を
上
将
軍
、

後
九
月
間
閏
月
）
に
開
始
さ
れ
た
救

必
然
だ
っ
た
。

（
前
二
〇
八
）
年

項
羽
の
影
響
力
が
限
定
さ
れ
る
の
は

は
八
千
人
に
過
ぎ
ず
、
項
急
襲
後
に

以
前
の
渡
三
時
に
項
梁
が
率
い
た
兵

七
万
人
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
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を
鐘
鹿
の
下
に
破
り
、
諸
侯
の
将
皆
な
項
羽
に
属
す
」
と
の
記
述
に
窺
え
る
よ
う
に
、
対
質
戦
に
お
け
る
項
羽
の
大
き
な
役
翻
は
国
際
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

認
知
さ
れ
て
い
た
。
入
関
後
に
項
羽
が
合
従
軍
の
長
た
る
「
従
長
」
と
な
り
、
懐
王
を
差
し
置
い
て
分
封
を
遂
行
し
え
た
の
も
、
か
か
る
国
際

的
な
声
望
と
無
関
係
で
は
な
い
。

陳渉から劉邦へ（松島〉

（
2
）
　
分
封
記
事
の
資
料
批
判
的
分
析

　
分
封
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
や
や
講
論
だ
が
、
従
来
無
批
判
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
項
羽
本
紀
の
十
八
王
分
封
記
事
の
資
料
的
分

析
を
通
し
て
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で

　
乃
ち
天
下
を
分
か
ち
て
、
諸
将
を
立
て
て
侯
王
と
為
す
。
管
掌
・
萢
鷺
流
公
の
天
下
を
膚
さ
ん
こ
と
を
疑
い
、
業
に
已
に
講
解
す
る
も
、
診
た
約
に
負
く

　
を
悪
み
、
諸
侯
之
に
叛
す
る
を
恐
れ
、
乃
ち
陰
か
に
謀
り
て
臨
く
、
「
巴
・
劇
道
険
し
く
、
秦
の
遷
人
皆
な
蜀
に
居
る
扁
、
乃
ち
繭
く
「
巴
・
蜀
も
亦
た
関

　
中
の
地
な
り
」
と
。
故
に
浦
公
を
立
て
て
船
出
と
為
し
、
巴
・
蜀
・
漢
中
に
王
た
り
、
南
国
に
都
す
。
而
し
て
関
中
を
童
饗
し
て
、
秦
の
降
将
を
王
と
し
て

　
以
て
親
王
を
距
塞
す
。
項
王
乃
ち
章
郁
を
立
て
て
雍
王
と
為
し
、
成
陽
以
西
に
王
た
り
、
廃
丘
に
帯
す
。
長
史
欣
な
る
者
は
、
故
は
櫟
陽
の
獄
橡
為
り
、
嘗

　
　
て
項
梁
に
徳
有
り
。
都
尉
董
窮
な
る
者
は
、
本
は
章
郁
に
楚
に
降
る
を
勧
む
。
故
に
司
馬
欣
を
立
て
て
塞
王
と
為
し
、
成
獣
以
東
の
河
に
至
る
ま
で
に
王

　
　
た
り
、
櫟
陽
に
都
す
。
区
画
を
立
て
て
裡
王
と
為
し
、
上
郡
に
王
た
り
、
高
奴
に
都
す
。
魏
王
豹
を
署
し
て
西
魏
王
と
為
し
、
河
東
に
王
た
ら
し
め
、
平
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
に
撫
す
。
面
容
申
陽
な
る
者
は
、
張
耳
の
嬰
臣
な
り
、
先
じ
て
泥
南
郡
を
下
し
、
楚
を
河
上
に
迎
う
。
故
に
申
陽
を
立
て
て
河
南
王
と
為
し
、
雛
陽
に
都
す
。

　
韓
王
成
は
故
都
に
因
り
、
陽
画
に
都
す
。
趙
将
司
馬
印
は
河
内
を
定
め
、
数
ば
功
有
り
、
故
に
印
を
立
て
て
股
王
と
為
し
、
河
内
に
王
た
り
、
聖
歌
に
都
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
趙
王
激
を
許
し
て
代
王
と
為
さ
し
む
。
学
説
張
耳
は
素
よ
り
賢
な
り
、
又
た
入
関
に
従
う
、
故
に
耳
を
立
て
て
常
山
王
と
為
し
、
黒
地
に
王
た
り
、
嚢
国
に

　
　
凝
す
。
当
陽
君
鯨
布
は
楚
将
と
為
り
、
常
に
冠
軍
た
り
、
故
に
布
を
立
て
て
九
江
王
と
為
し
、
六
に
都
す
。
鄙
君
遊
君
は
百
越
を
率
い
て
諸
侯
を
佐
け
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
た
玄
関
に
従
う
、
故
に
茜
を
立
て
て
衡
山
王
と
為
し
、
邪
に
慨
す
。
義
帝
の
柱
脚
共
敷
は
兵
を
将
い
て
南
郡
を
撃
つ
に
、
功
多
し
、
因
り
て
敷
を
立
て
て
臨

　
　
毒
芹
と
為
し
、
菩
薩
に
都
す
。
燕
王
韓
広
を
評
し
て
遼
東
王
と
為
さ
し
む
。
智
将
藏
祭
は
楚
に
従
い
て
趙
を
救
い
、
因
り
て
入
関
に
従
う
、
故
に
茶
を
立
て
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て
燕
王
と
為
し
、
葡
に
都
す
。
斉
王
田
市
を
徒
し
て
膠
東
王
と
為
さ
し
む
。
春
信
閉
都
共
に
趙
を
救
う
に
従
い
、
因
り
て
郷
関
に
従
う
、
故
に
都
を
立
て

　
て
斉
整
と
為
し
、
慈
雨
に
化
す
。
故
の
秦
の
滅
す
所
の
斉
王
建
の
孫
田
安
、
項
羽
方
に
河
を
渡
り
趙
を
救
わ
ん
と
す
る
に
、
田
安
済
北
数
城
を
下
し
て
、

　
其
の
兵
を
引
き
て
七
五
に
降
る
、
故
に
安
を
立
て
て
済
北
王
と
為
し
、
陰
陽
に
都
す
。
田
栄
な
る
者
は
、
数
ば
項
梁
に
潔
き
、
又
た
兵
を
将
い
て
楚
の
秦
を

　
撃
つ
に
従
う
を
肯
ぜ
ず
、
以
て
故
に
封
ぜ
ず
。
成
安
慰
陳
余
は
将
印
を
奔
て
て
去
り
、
入
潮
に
従
わ
ず
、
然
れ
ど
素
よ
り
其
の
賢
な
る
を
聞
き
、
趙
に
功
有

　
り
、
其
の
主
要
に
在
る
を
聞
き
て
、
故
に
因
り
て
三
県
に
上
封
す
。
番
君
の
将
梅
鍋
倉
多
し
、
故
に
十
万
戸
の
侯
に
封
ず
。
項
王
自
ら
立
ち
て
西
楚
覇
王
と

　
為
り
、
九
郡
に
王
た
り
、
彰
城
に
都
す
。

分
封
記
事
の
書
式
は
、
基
本
的
に
「
①
趙
相
②
張
耳
③
素
賢
、
又
従
入
関
、
④
言
立
耳
為
常
山
王
、
⑤
王
趙
地
、
⑥
都
褻
国
」
と
、
①
そ
れ
ま

で
の
職
事
・
②
名
・
③
事
績
・
④
新
王
国
名
・
⑤
所
在
地
・
⑥
都
と
の
体
裁
を
採
る
。
他
方
で
高
祖
本
記
に
も
分
封
記
事
が
載
る
が
、
そ
こ
で

は
基
本
的
に
③
は
無
く
、
ま
た
⑤
も
、
魚
町
が
「
梁
・
楚
地
九
郡
に
湿
た
り
」
、
劉
邦
が
「
巴
・
蜀
・
漢
中
に
著
た
り
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

け
ば
記
述
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
封
記
事
は
、
原
資
料
の
段
階
で
は
基
本
的
に
①
・
②
・
④
・
⑥
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
を
原
型
に
高
祖

本
紀
が
作
成
さ
れ
、
③
・
⑤
は
項
羽
本
紀
の
追
補
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
雑
訴
立
時
に
お
け
る
萢
増
の
画
策
も
、
③
に
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
代
国
都
・
遼
東
国
都
の
所
在
地
を
項
羽
本
紀
・
高
祖
本
紀
は
と
も
に
記
さ
ず
、
項
羽
本
紀
は
「
斉
」
と
す
る
田
都
の
国
名
を
月
表
は
「
臨

瀧
」
と
す
る
よ
う
に
、
分
封
記
事
は
原
資
料
段
階
で
も
一
定
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
高
祖
本
紀
所
載
の
分
封
記
事
は
、
右
書
・
韓
・
三

斉
を
記
載
し
な
い
が
、
項
羽
本
紀
と
高
祖
本
紀
で
は
襟
帯
王
豊
平
と
衡
山
王
呉
茜
、
遼
東
王
詳
記
と
燕
王
減
茶
の
位
置
が
逆
転
し
、
項
羽
本
紀

で
は
意
図
的
に
項
羽
を
う
し
ろ
に
置
く
ほ
か
は
、
民
訴
・
響
銅
の
記
事
も
含
め
て
排
列
が
一
致
す
る
。
以
上
よ
り
、
分
封
記
事
は
原
資
料
↓
高

祖
本
紀
↓
項
羽
本
紀
の
順
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
原
資
料
段
階
で
は
十
八
王
は
す
べ
て
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
二
点
が
判
明
し
、
項
羽
本

紀
が
作
成
さ
れ
る
段
階
で
③
の
功
績
に
纏
わ
る
情
報
を
挿
入
し
た
と
い
う
過
程
が
想
定
さ
れ
る
。
逆
に
項
羽
本
紀
の
記
事
よ
り
③
・
⑤
を
節
略

し
て
高
祖
本
紀
の
記
事
が
作
成
さ
れ
た
と
想
定
し
た
場
合
、
高
祖
本
紀
で
は
西
魏
・
韓
・
三
斉
の
記
事
も
岩
燕
さ
れ
た
理
由
が
不
明
に
な
る
の

で
あ
る
。
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（
3
）
　
新
王
の
事
績
－
入
関
と
救
趙
一

　
以
上
の
作
業
を
踏
ま
え
て
、
項
羽
本
紀
の
加
筆
箇
所
か
ら
分
封
の
実
態
を
探
ろ
う
。
ま
ず
③
事
跡
に
つ
い
て
。
③
の
記
事
は
既
存
の
王
と
項

羽
・
章
那
（
聖
王
と
な
る
こ
と
が
決
定
済
み
）
に
は
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
が
特
徴
だ
が
、
そ
れ
は
③
が
新
規
の
王
が
王
た
り
え
た
理
由
を
説
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
一
般
に
分
封
の
方
針
は
軍
功
の
有
無
に
基
づ
く
と
さ
れ
、
特
に
「
入
寂
」
が
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

門
表
】
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
だ
が
河
南
落
零
陽
・
殴
王
難
馬
印
・
臨
江
王
共
敷
・
賢
愚
王
田
安
は
入
関
が
確
認
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

王
と
な
っ
て
お
り
、
専
ら
入
関
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
【
表
】
の
備
考
欄
に
も
載
せ
た
③
の
記
事

を
瞥
見
す
る
と
、
入
関
が
確
認
さ
れ
な
い
新
王
の
多
く
は
、
自
国
と
な
る
地
を
自
ら
確
保
し
て
い
る
様
相
が
見
え
る
。
だ
が
③
の
記
事
は
、

門
表
】
の
下
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
『
史
記
㌣
『
漢
書
瞼
の
他
の
箇
所
に
同
内
容
の
文
を
見
出
せ
る
例
が
多
く
、
特
に
衡
由
王
者
茜
の
記
事
が

彼
を
長
沙
王
に
再
封
ず
る
際
の
詔
に
依
拠
し
た
こ
と
に
窺
え
る
よ
う
に
、
原
資
料
は
一
様
で
は
な
い
。
③
の
記
事
は
、
項
羽
本
紀
の
歴
史
認
識

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
視
点
を
月
表
に
移
す
と
、
別
の
様
相
が
浮
か
ぶ
。
項
羽
本
紀
の
分
封
記
事
で
は
、
燕
王
番
茶
・
臨
溝
王
田
都
に
し
か
記
さ
れ
な
い
救

趙
戦
へ
の
参
加
が
、
項
羽
の
み
な
ら
ず
、
田
安
・
劉
邦
・
魏
豹
に
も
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
注
為
す
べ
き
は
、
実
際
に
は
黄
河
南
岸
で

戦
い
つ
づ
け
た
劉
邦
も
；
二
年
＋
月
）
趙
を
救
う
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
分
封
さ
れ
る
た
め
の
要
件
に
救
論
戦
へ
の
参
加
が
重
要

と
、
月
表
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
月
表
は
、
秦
来
漢
初
期
の
本
紀
・
世
家
・
列
伝
作
成
後
に
、
新
た
に
入
手
さ
れ
た
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

料
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
高
い
。
分
封
の
実
像
を
復
元
す
る
う
え
で
、
月
表
の
認
識
を
知
る
こ
と
は
重
要
だ

ろ
う
。
例
え
ば
済
北
王
田
安
に
つ
き
、
月
表
は
「
（
三
年
十
二
月
目
故
の
二
王
建
の
孫
田
安
済
北
を
下
し
、
項
羽
に
従
い
て
趙
を
救
う
」
と
記

す
。
救
趙
に
向
か
う
宋
義
↓
項
羽
の
軍
勢
は
、
識
量
に
程
近
い
地
点
を
通
過
し
て
、
平
原
津
経
由
で
黄
河
を
渡
り
鍾
鹿
に
向
か
っ
た
と
す
る
辛

徳
勇
二
〇
〇
五
の
新
見
解
を
踏
ま
え
れ
ば
（
六
九
－
八
○
頁
）
、
安
の
役
割
は
極
め
て
大
き
く
、
彼
自
身
の
「
救
趙
」
が
記
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
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つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
の
よ
う
に
新
畑
た
る
に
相
応
し
い
条
件
に
は
入
関
の
み
な
ら
ず
、
春
画
戦
へ
の
参
加
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
王
国
の
所
在
地
　
　
戦
国
中
期
以
前
へ
の
回
帰
1

　
各
王
国
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
起
振
鶴
一
九
八
四
が
論
じ
る
。
だ
が
（
2
）
の
資
料
批
判
を
踏
ま
え
れ
ば
、
確
度
の
高
い
議
論
が

で
き
る
の
は
、
あ
く
ま
で
④
国
名
と
⑥
国
都
で
あ
る
。
⑤
所
在
地
は
、
分
封
記
事
の
み
か
ら
は
確
言
で
き
ず
、
そ
の
う
え
河
南
・
韓
・
代
・
九

五
・
衡
山
・
臨
江
・
遼
東
・
燕
・
膠
東
・
斉
（
臨
溝
）
・
済
北
と
、
半
数
以
上
の
国
に
記
載
さ
れ
な
い
。
基
本
的
に
⑤
は
、
王
国
の
所
在
す
る

嘉
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
で
例
と
し
た
常
山
王
張
耳
の
記
事
は
例
外
で
あ
る
。
ま
た
雍
・
塞
は
そ
れ
ま
で
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
河
南
は
王
国
の
名
称
か
ら
し
て
所
在
の
令
名
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ら
を
除
く
上
記
の
王
国
の
所
在
郡
名
は

『
史
記
』
の
段
階
で
す
で
に
明
ら
か
に
し
が
た
く
、
常
山
に
し
て
も
確
固
た
る
デ
ー
タ
が
な
か
っ
た
推
測
さ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
項
羽
と
劉
邦
に
関
し
て
は
、
原
資
料
段
階
で
⑤
の
記
事
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
項
羽
と
劉
邦
を
特
異
化
す
る
歴
史
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

識
が
反
映
さ
れ
た
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
各
王
国
の
所
在
地
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
は
ば
ら
つ
き
が
存
在
す
る
。
だ
が
項
羽
の
有
し
た
九

郡
の
個
々
の
名
称
こ
そ
不
明
だ
が
、
そ
こ
に
魏
の
旧
都
・
大
梁
が
あ
っ
た
梁
地
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
一
方
で
隷
書
王
事
豹
が
擁
立

さ
れ
た
の
は
河
東
一
帯
で
あ
る
こ
と
は
、
国
都
の
所
在
地
よ
り
推
測
で
き
る
。
河
東
は
、
殿
熱
風
馬
印
が
立
て
ら
れ
た
河
内
一
帯
と
同
様
に
、

か
つ
て
は
聖
地
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
秦
の
奪
取
よ
り
半
世
紀
以
上
を
閲
し
て
い
た
。
楚
の
旧
都
が
あ
っ
た
江
陵
に
楚
人
並
敷
が
立
て
ら
れ
た

こ
と
と
併
せ
れ
ば
、
項
羽
の
意
図
は
戦
国
中
期
以
前
の
地
理
的
状
況
へ
の
回
帰
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
項
羽
に
よ
る
適
地
保
有
は
、
か
か
る
意

図
の
結
果
と
も
看
倣
せ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
重
大
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（
5
）
　
諸
国
分
割
と
そ
の
背
景

分
封
の
特
徴
に
は
ま
た
、
既
成
の
諸
国
の
分
割
が
あ
る
。
例
え
ば
楚
の
与
国
で
は
、
趙
は
代
王
趙
激
と
常
山
王
事
耳
に
、
燕
は
遼
東
王
韓
広
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と
燕
王
冠
薬
に
、
韓
は
河
南
王
高
峯
と
書
評
老
成
に
、
と
既
成
の
王
と
煮
端
の
国
に
分
割
さ
れ
た
。
全
面
的
な
与
国
で
は
な
い
が
、
膠
菓
王
田

市
と
臨
藩
王
田
都
・
済
北
王
詩
思
に
三
分
さ
れ
た
斉
も
そ
う
で
あ
る
。
基
本
的
に
薪
王
が
要
地
を
占
め
、
既
成
の
王
は
僻
遠
の
地
に
追
い
や
ら

れ
て
い
る
。

　
そ
の
傾
向
は
、
本
国
た
る
楚
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
鴬
舌
は
自
ら
西
楚
覇
王
と
な
る
と
と
も
に
、
鉋
鹿
戦
な
ど
に
活
躍
し
た
鯨
布
を
九

購
書
に
、
そ
の
岳
父
藩
臣
を
長
沙
王
に
立
て
、
共
数
も
臨
無
智
と
な
っ
た
。
逆
に
、
懐
王
に
伺
候
し
つ
づ
け
た
呂
臣
や
陳
嬰
の
処
遇
は
不
明
で

あ
る
。
特
に
呂
臣
は
三
布
と
と
も
に
懐
王
政
権
に
参
加
し
て
い
る
が
、
彼
等
の
処
遇
を
分
け
た
理
由
は
、
救
趙
戦
・
入
関
を
優
先
す
る
論
功
行

賞
と
し
て
の
分
封
に
あ
ろ
う
。
～
方
、
既
成
の
王
た
る
懐
王
は
義
帝
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
、
の
ち
に
長
沙
の
奥
地
・
椰
に
遷
さ
れ
る
途
上
に

お
い
て
殺
害
さ
れ
た
。

　
敵
対
国
で
あ
っ
た
秦
は
、
事
前
に
決
定
し
て
い
た
章
郎
の
ほ
か
、
そ
の
部
下
の
司
馬
欣
・
董
騎
が
そ
れ
ぞ
れ
雍
王
・
二
王
・
羅
王
と
さ
れ
た
。

最
初
に
入
墨
を
果
た
し
た
劉
邦
は
漢
王
と
な
り
、
漢
中
と
巴
蜀
の
地
を
得
た
。
新
規
の
王
が
僻
遠
の
地
を
有
す
る
ケ
ー
ス
は
異
例
で
あ
っ
た
。

秦
王
子
嬰
は
す
で
に
殺
害
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
既
成
の
王
は
存
在
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
だ
が
、
そ
れ
で
も
既
成
の
王
た
ち
の
存
在
は
、
全
面
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
「
懐
王
の
約
」
に
あ
ろ
う
。
二

（
前
二
〇
八
）
年
末
の
救
藁
蕎
開
始
時
に
懐
王
が
諸
将
と
交
わ
し
た
約
は
、
他
国
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
程
に
重
要
な
規
範
だ
っ
た
が
（
切
開
元
二

〇
〇
〇
一
四
四
－
一
五
〇
頁
）
、
内
容
以
上
に
そ
の
存
在
自
体
が
制
約
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
劉
邦
が
入
悪
留
に
豊
中
の
「
父
老
」
た
ち
に
「
吾

諸
侯
と
約
す
る
こ
と
、
先
に
入
関
す
る
者
は
之
を
王
と
す
と
、
吾
当
に
関
中
に
王
た
る
べ
し
」
（
高
祖
本
紀
）
と
言
明
し
た
よ
う
に
、
劉
邦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

正
統
性
も
「
諸
侯
と
の
」
約
に
保
証
さ
れ
て
い
た
。
分
封
開
始
の
際
、
指
継
に
「
約
の
如
く
せ
よ
」
と
命
ぜ
ら
れ
た
瞬
間
、
項
羽
は
既
成
の
王

た
ち
を
全
面
否
定
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
約
の
存
在
が
国
際
的
に
周
知
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
諸
国
の
分
割
は
、
軍
功
重

視
の
方
針
と
、
約
と
い
う
欄
約
が
、
相
互
に
絡
み
合
っ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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（
6
）
　
分
封
の
問
題
点
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よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
分
封
は
大
い
に
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
典
型
と
さ
れ
る
の
が
陳
余
で
あ
る
。
陳
余
は
張
耳
と
の
対
立
の
結
果
、

戦
線
を
離
脱
し
た
た
め
入
関
せ
ず
、
分
封
時
に
南
皮
侯
に
封
じ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
田
栄
も
例
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
は
た
し
て
斉
王
田
市

を
戴
く
立
場
の
彼
に
分
封
を
受
け
る
資
格
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
田
市
を
臨
溝
よ
り
放
逐
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
問
題
だ
ろ
う
。
ま

た
田
栄
に
放
逐
さ
れ
て
の
ち
楚
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
田
仮
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
項
羽
は
こ
れ
ま
で
楚
が
保
証
し
て
き
た

国
際
的
正
統
性
を
黙
殺
し
た
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
さ
ら
に
存
在
し
た
。
（
4
）
に
述
べ
た
よ
う
に
項
羽
は
、
も
と
も
と
福
地
で
あ
っ
た
梁
を
自
国
に
組
み
入
れ
、
魏
王
豹
を
河
東
・
平

陽
に
遷
し
た
。
し
か
し
梁
が
楚
に
編
入
さ
れ
た
結
果
、
魏
豹
や
張
耳
・
劉
邦
に
属
さ
な
か
っ
た
愛
人
は
所
属
先
を
失
っ
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

鍾
野
沢
に
お
い
て
「
魏
の
象
潟
」
、
つ
ま
り
魏
答
・
周
市
政
権
の
残
余
の
兵
、
を
結
集
し
て
い
た
彰
越
の
浮
上
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

梁
地
縛
邑
に
出
自
し
鉦
野
沢
に
割
拠
す
る
群
盗
の
頭
目
で
あ
っ
た
彰
越
は
「
魏
の
散
見
」
結
集
以
前
、
千
人
程
の
軍
勢
を
率
い
る
存
在
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
、
分
封
の
時
期
、
彼
の
穿
下
に
は
「
万
余
人
」
の
丘
ハ
が
い
た
。
遊
兵
と
な
っ
た
魏
兵
を
束
ね
る
彰
越
の
存
在
感
は
、
極
め
て
大
き

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
項
羽
の
分
封
は
、
軍
功
優
先
の
方
針
と
、
戦
国
中
期
以
前
の
状
勢
へ
の
回
帰
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
反
面
、
救
趙
戦
以
前
の
国
際
的

正
統
性
の
軽
視
、
無
理
の
あ
る
「
魏
」
の
移
動
、
不
用
意
な
諸
国
の
分
割
な
ど
の
禍
根
が
残
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
あ
ま
り
政
治
的
配
慮
が
看

取
さ
れ
な
い
新
体
制
は
、
破
綻
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

①
　
本
稿
で
は
こ
れ
以
降
年
次
は
高
祖
×
年
と
表
記
し
、
年
初
も
こ
れ
ま
で
と
同
じ

　
く
一
〇
月
か
ら
と
す
る
。
あ
く
ま
で
こ
れ
は
、
論
述
上
の
利
便
性
ゆ
え
の
措
置
で

あ
る
。
な
お
こ
の
時
期
の
実
際
の
紀
年
に
つ
い
て
は
、
栗
原
一
九
七
八
を
参
照
。

②
柴
田
二
〇
＝
下
も
、
懐
王
政
権
に
お
い
て
項
梁
・
項
羽
は
最
有
力
者
で
は
な

　
く
、
項
羽
の
楚
軍
掌
握
は
救
趙
戦
時
に
お
け
る
上
将
軍
宋
義
の
殺
害
と
鐘
鹿
で
の

　
勝
利
を
経
て
の
も
の
と
す
る
（
八
一
－
八
八
頁
）
。
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③
『
史
記
臨
秦
始
皇
本
紀
「
居
月
余
、
諸
侯
兵
至
、
項
籍
為
従
長
、
殺
子
嬰
及
秦

　
諸
公
子
宗
族
」
。

④
噸
漢
書
駄
陳
勝
項
籍
伝
は
「
蝦
丘
公
申
陽
」
に
作
る
。

⑤
門
常
山
」
は
文
帝
の
誰
の
恒
を
避
け
た
名
称
で
、
こ
の
時
点
で
は
「
恒
山
」
の

　
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
慣
例
に
従
う
。

⑥
高
祖
本
紀
は
「
懐
王
柱
国
」
に
作
る
。

⑦
た
だ
し
①
の
そ
れ
ま
で
の
職
事
に
つ
い
て
も
、
項
羽
本
紀
が
記
さ
な
い
河
南
王

　
申
陽
の
旧
職
を
高
祖
本
紀
は
「
楚
将
」
と
す
る
。
こ
れ
は
項
羽
本
紀
作
成
段
階
で

　
「
張
耳
門
臣
」
と
の
情
報
が
入
手
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
「
楚
将
晶

　
と
の
記
述
が
削
除
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

⑧
代
・
遼
東
の
国
都
は
月
表
か
ら
判
明
す
る
。

⑨
　
代
表
的
な
も
の
に
塵
伯
源
一
九
九
七
・
李
開
元
一
九
九
八
が
あ
り
、
特
に
謬
氏

　
は
「
入
関
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。

⑩
な
お
「
入
関
」
は
基
本
的
に
分
封
記
事
に
明
言
さ
れ
る
も
の
を
載
せ
た
が
、
項

　
羽
・
劉
邦
・
鯨
布
や
章
椰
ら
秦
の
三
降
将
の
よ
う
に
、
関
中
入
り
が
自
明
の
人
物

　
も
加
え
て
い
る
。
ま
た
分
封
記
事
に
確
認
さ
れ
な
い
魏
豹
の
門
入
関
」
は
、
魏
豹

　
彰
越
列
伝
が
明
言
す
る
。

⑪
　
　
剛
史
記
臨
の
秦
末
漢
初
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
の
論
賛
に

　
「
故
司
馬
遷
拠
左
氏
・
国
語
、
朱
世
本
・
戦
国
策
、
述
楚
漢
春
秋
、
接
其
後
事
、

　
詑
子
天
漢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
概
ね
一
二
漢
春
秋
㎞
に
依
拠
し
た
と
さ
れ
る
。
～

　
方
で
月
表
の
序
文
に
は
門
太
史
公
益
秦
楚
之
際
、
日
…
…
扁
と
、
『
楚
漢
春
秋
㎞

第
四
章
　
諸
国
内
註
か
ら
楚
漢
戦
争
へ

　
と
は
異
な
る
資
料
の
存
在
に
言
及
さ
れ
る
。
「
秦
楚
之
際
」
と
い
う
資
料
が
如
何

　
な
る
も
の
か
は
最
早
不
明
だ
が
、
第
一
章
に
見
た
景
駒
政
権
と
霊
堂
田
傭
の
紛
議

　
の
場
面
に
窺
え
る
よ
う
に
、
本
紀
・
世
家
・
列
伝
と
の
差
異
は
大
き
く
、
ま
た
記

　
述
の
信
頼
性
も
月
表
の
方
が
比
較
的
高
い
。

⑫
柴
田
二
〇
＝
ぢ
も
入
関
と
と
も
に
、
救
趙
戦
へ
の
参
加
も
重
要
な
要
件
で
あ

　
つ
た
と
す
る
。

⑬
『
漢
書
隔
高
帝
紀
上
の
分
封
記
事
は
基
本
的
に
、
各
侯
王
の
名
②
と
王
国
名
④

　
に
加
え
て
旧
職
①
・
国
都
⑤
を
記
載
す
る
書
式
を
採
る
が
、
こ
の
と
き
漢
王
劉
邦

　
の
み
に
対
し
封
ぜ
ら
れ
た
県
の
総
数
を
明
記
す
る
。
『
漢
書
』
は
項
羽
を
列
伝
に

　
「
格
下
げ
一
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
劉
邦
の
み
を
特
異
化
す
る

　
糊
漢
書
軸
の
歴
史
認
識
が
反
映
さ
れ
た
記
述
と
い
え
る
。
一
方
で
陳
勝
項
籍
伝
の

　
分
封
記
事
に
お
い
て
は
、
②
・
④
の
他
は
纂
跡
③
と
所
在
地
④
の
み
が
記
載
さ
れ
、

　
①
・
⑤
の
事
項
は
記
載
さ
れ
な
い
。
『
史
記
匝
の
分
封
記
事
の
作
成
過
程
を
踏
ま

　
え
た
う
え
で
、
比
較
的
確
度
の
高
い
事
柄
を
本
紀
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑭
「
懐
王
の
約
〕
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
二
〇
～
三
も
考
察
す
る
。

⑮
約
を
取
り
交
わ
し
た
「
諸
侯
」
の
な
か
に
は
、
実
際
に
は
救
趙
・
入
関
に
関
与

　
し
な
か
っ
た
斉
王
珊
市
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
少
な
く
と
も
、
項
羽

　
に
よ
っ
て
宋
義
が
殺
害
さ
れ
る
前
、
楚
斉
間
で
提
携
が
模
索
さ
れ
、
宋
義
の
子
の

　
嚢
が
斉
糊
に
な
る
ま
で
交
渉
が
進
捗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑯
『
史
記
睡
魏
豹
彰
越
列
伝
「
雨
隠
亦
将
其
衆
上
鉋
野
中
、
収
率
散
卒
。
項
籍
入

　
関
、
王
諸
侯
、
還
帰
、
彰
越
衆
万
余
入
母
所
属
」
。

こ
こ
か
ら
は
分
封
以
降
の
状
勢
を
辿
り
、
項
羽
の
構
築
し
た
体
制
の
帰
着
を
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
劉
邦
が
勝
利
者
た
り
え
た
背
景
を
、

国
際
関
係
・
国
際
秩
序
の
面
か
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
闇
）
楚
斉
開
戦
ま
で
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高
祖
元
（
前
二
〇
六
）
年
四
月
、
侯
王
た
ち
は
就
国
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
翌
五
月
に
田
栄
は
臨
京
王
田
都
を
攻
撃
し
た
。
栄
は
翌
月
に
は

就
国
に
応
じ
よ
う
と
し
た
田
市
を
満
し
て
自
ら
王
を
称
し
、
七
月
に
は
済
北
王
田
安
を
殺
害
し
た
。
つ
い
で
陳
余
も
田
栄
と
提
携
し
、
歯
群
趙

歓
を
旗
印
に
常
山
王
難
耳
を
攻
撃
し
た
。
二
（
前
二
〇
五
）
年
一
〇
月
、
趙
敏
は
趙
王
へ
の
復
辟
を
果
た
し
、
張
耳
は
藍
玉
の
も
と
に
逃
れ
た
。

一
一
一
月
に
は
陳
余
が
新
た
に
代
王
と
な
る
。
ま
た
元
年
八
月
に
は
藩
王
減
茶
が
遼
東
王
立
広
を
殺
害
し
、
時
期
は
不
明
だ
が
梁
地
で
は
彰
越
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

田
栄
か
ら
将
軍
の
印
を
与
え
ら
れ
軍
事
行
動
を
開
始
し
た
。

　
こ
の
一
連
の
争
乱
の
原
阪
は
論
功
行
賞
の
不
公
平
さ
に
あ
る
と
さ
れ
、
現
に
翠
陰
は
使
者
夏
説
を
通
じ
て
田
栄
に
「
思
羽
天
下
の
宰
た
る

も
平
ら
か
な
ら
ず
」
（
張
耳
陳
余
列
伝
）
と
の
批
判
を
展
開
し
た
と
い
う
。
し
か
し
一
国
の
王
位
を
軍
功
へ
の
褒
賞
と
し
て
与
え
る
と
い
う
発
想

が
、
過
去
と
比
べ
て
異
質
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
「
不
公
平
」
と
い
う
感
情
を
抱
か
せ
た
こ
と
自
体
に
あ
ろ
う
。
一
方
で
個
別
の
事
件
は
、
基

本
的
に
分
割
前
の
各
国
の
枠
内
で
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
就
国
直
後
の
争
乱
は
、
あ
く
ま
で
内
海
の
集
積
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
一
連
の

内
訂
の
陰
に
は
皮
歯
田
栄
の
存
在
が
あ
り
、
項
羽
に
対
す
る
不
満
は
田
栄
を
軸
に
結
集
し
つ
つ
あ
っ
た
。
項
羽
の
新
体
醐
を
拒
絶
し
た
田
栄
と
、

項
羽
に
放
置
さ
れ
た
彰
越
の
結
合
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
。

　
二
年
正
月
、
項
羽
は
斉
へ
の
侵
攻
を
決
断
し
た
。
か
く
し
て
国
際
秩
序
と
し
て
の
分
封
体
制
は
終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
項
羽
は
そ
れ
に

先
立
つ
同
年
一
〇
月
に
義
血
を
殺
害
し
て
い
た
。
彼
は
も
は
や
、
よ
り
上
位
の
君
主
を
奉
戴
す
る
「
霧
王
」
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
方
、
七
瀬
が
関
中
に
再
突
入
し
た
の
は
、
関
東
の
混
沌
が
際
立
ち
始
め
た
元
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
月
、
項
羽
に
よ
っ
て
韓
王

成
が
殺
害
さ
れ
（
韓
成
は
門
醤
蝦
」
で
あ
る
と
し
て
万
国
を
阻
止
さ
れ
て
い
た
）
、
八
月
に
は
も
と
の
呉
令
鄭
昌
が
新
た
に
韓
王
に
擁
立
さ
れ
て
い
た
。

万
邦
も
ま
た
、
二
年
十
｝
月
に
翠
雨
信
を
擁
立
し
た
。
劉
邦
の
心
中
進
撃
の
契
機
に
は
、
韓
状
勢
の
急
変
も
背
景
と
し
て
存
在
し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
劉
邦
は
塞
王
司
馬
欣
・
狸
山
送
騎
・
河
南
王
申
陽
・
魏
王
豹
・
股
王
覇
馬
印
を
従
え
、
自
ら
を
中
心
と
し
た
体
制
の
構
築
に
取
り
か
っ
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た
の
で
あ
る
。

　
楚
斉
開
戦
直
前
に
お
け
る
劉
邦
の
勢
力
範
囲
は
河
南
・
河
内
・
河
東
ま
で
で
あ
り
、
太
行
山
脈
を
跨
ぐ
地
域
に
は
陳
余
が
、
今
の
由
東
省
の

地
域
に
は
田
栄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
勢
力
を
確
保
し
て
項
部
に
対
抗
し
、
さ
ら
に
北
方
で
は
城
茶
が
中
原
と
は
一
線
を
画
し
た
ス
タ
ン
ス
を

取
っ
て
い
た
。
こ
の
状
勢
は
、
他
の
勢
力
か
ら
敵
と
さ
れ
た
の
が
秦
で
は
な
く
断
想
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
帯
留
戦
が
開
始
さ
れ
る
直

前
に
類
似
し
て
い
る
。

（
2
）
　
彰
城
戦
と
そ
の
前
後

　
斉
へ
の
対
処
を
優
先
し
た
項
羽
は
、
た
だ
ち
に
田
栄
を
討
ち
果
し
た
。
そ
の
後
の
処
置
は
項
羽
本
紀
・
田
憺
列
伝
に
は
見
え
な
い
が
、
月
表

で
は
二
年
二
月
も
と
の
斉
王
田
仮
を
再
び
王
位
に
つ
け
る
も
、
翌
月
に
は
栄
の
弟
で
あ
る
田
横
が
田
仮
を
打
倒
し
た
こ
と
、
そ
の
後
田
仮
が
楚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
～
方
で
田
横
は
栄
の
子
広
を
斉
王
に
擁
立
し
、
か
つ
て
の
田
仮
擁
立
派
も
そ
れ
を
支
持
し
た
。
斉
地
状
勢

の
泥
沼
化
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
空
隙
を
突
い
て
四
月
、
劉
邦
は
諸
侯
を
糾
合
し
て
彰
城
を
占
拠
し
た
が
、
裳
着
は
反
転
し
て
劉
邦
を
退
け
た
。
結
果
、
劉
黄
雲
の
諸
侯

は
、
韓
混
信
を
除
い
て
す
べ
て
離
反
し
た
。
彰
城
戦
で
の
勝
利
は
、
項
羽
に
と
っ
て
自
ら
を
中
心
と
す
る
体
制
を
構
築
す
る
最
後
の
機
会
で
あ

っ
た
。
だ
が
項
羽
は
す
で
に
、
か
つ
て
自
ら
の
手
で
王
位
か
ら
排
除
し
た
田
仮
を
擁
立
し
て
い
た
。
元
年
七
月
の
韓
王
成
殺
害
時
点
ま
で
は
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

在
し
て
い
た
、
王
位
の
根
拠
を
軍
功
に
求
め
る
原
則
は
、
項
羽
自
ら
が
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
以
降
、
項
羽
は
王
の
擁
立
を
行
っ
て

い
な
い
。

（
3
）
　
秩
序
再
建
者
と
し
て
の
劉
邦

そ
の
後
も
両
勢
力
の
攻
防
は
つ
づ
く
が
、
ひ
と
つ
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
漢
の
勝
利
に
つ
な
が
っ
た
潅
陰
侯
韓
信
の
遠
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征
は
、
ま
ず
離
反
し
た
母
班
を
再
び
取
り
込
み
、
つ
い
で
下
歯
・
陳
余
を
打
倒
し
て
漢
に
逗
留
す
る
張
耳
を
復
辟
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
特

に
魏
に
つ
い
て
は
、
彰
城
の
戦
い
以
前
に
魏
豹
が
漢
に
従
っ
た
際
、
諒
闇
は
彰
越
を
魏
の
相
国
と
し
て
梁
地
を
略
定
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

最
終
的
に
彰
越
の
梁
王
擁
立
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
指
し
て
、
劉
邦
に
よ
る
魏
の
復
国
の
意
図
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
駅
馬
二
〇
＝
一

　
七
頁
）
。
そ
の
こ
と
は
魏
豹
が
捕
え
ら
れ
河
東
郡
が
設
覆
さ
れ
て
の
ち
も
、
豹
本
人
の
身
柄
は
保
た
れ
た
ま
ま
、
漿
陽
戦
に
従
事
さ
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
こ
と
も
傍
証
に
な
ろ
う
。
こ
の
処
置
は
、
魏
を
河
東
か
ら
梁
地
に
「
戻
す
篇
意
図
か
ら
説
明
で
き
る
。
劉
邦
も
、
そ
の
提
携
相
手
で
あ
る
張

耳
・
彰
越
も
、
本
来
魏
人
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
魏
は
（
王
が
誰
か
は
と
も
か
く
）
融
業
に
存
在
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自

ら
斉
の
仮
王
の
座
に
即
く
こ
と
を
申
し
出
た
韓
信
に
対
し
、
熱
量
は
当
初
大
薄
し
つ
つ
も
結
局
は
由
良
の
説
得
に
よ
っ
て
真
薦
と
し
て
立
つ
こ

と
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
有
名
な
場
面
も
（
四
箭
二
〇
；
年
二
月
）
、
韓
信
を
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
し
た
漢
王
の
思
惑
ば
か
り
で
な
く
、
意
地

に
お
い
て
王
が
長
期
間
不
在
で
あ
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
珍
魚
の
遠
征
は
、
諸
侯
国
の
秩
序
の
再

建
と
し
て
も
記
述
で
き
る
。

　
や
が
て
半
ば
局
外
に
立
っ
て
い
た
燕
石
減
茶
も
漢
に
つ
い
た
。
一
方
で
項
羽
は
鯨
布
・
呉
茜
か
ら
王
位
を
奪
っ
た
こ
と
で
、
逆
に
彼
等
の
劉

邦
へ
の
帰
順
を
促
す
結
果
と
な
り
、
つ
い
に
臨
画
王
以
外
の
諸
侯
の
支
持
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
鳥
羽
は
列
国
の
第
一
人
者
た
り
え
ず
、
ま
た

始
皇
帝
の
よ
う
に
武
力
で
敵
対
者
を
押
し
切
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
項
羽
敗
北
に
前
後
し
て
、
項
氏
一
族
を
は
じ
め
と
す

る
多
く
の
細
入
が
劉
邦
の
も
と
に
降
っ
た
こ
と
が
、
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
か
ら
判
明
す
る
（
松
島
二
〇
一
〇
二
六
頁
）
。
こ
の
な
か
に
は
薬
王
政

権
の
上
柱
国
で
あ
っ
た
堂
邑
侯
陳
嬰
や
、
同
じ
く
懐
王
政
権
の
令
歩
で
あ
っ
た
新
興
土
呂
靖
（
青
）
も
見
え
る
。
陳
嬰
は
帰
順
後
も
楚
元
王
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
劉
邦
の
異
母
弟
）
の
も
と
で
身
魂
を
務
め
つ
づ
け
た
実
力
者
で
あ
り
、
呂
青
は
陳
渉
の
後
継
者
と
い
う
べ
き
延
臣
の
父
で
あ
る
。
項
羽
は
楚

の
統
合
さ
え
果
た
し
え
ず
、
文
字
通
り
「
四
面
楚
歌
」
に
陥
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

①
『
史
記
㎞
項
羽
本
紀
は
門
栄
瞬
自
立
為
斉
王
、
而
西
撃
済
北
島
田
安
、
丼
王
三

　
斉
。
与
彰
越
将
軍
印
、
令
反
僻
地
」
と
、
灘
栄
に
よ
る
彰
越
使
嚇
を
記
述
し
、
高

祖
本
紀
も
三
斉
併
合
過
程
を
多
少
節
略
す
る
も
の
の
、
彰
越
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同

文
で
あ
る
。
一
方
で
魏
豹
彰
越
列
伝
で
は
「
漢
元
年
秋
、
斉
王
田
栄
畔
項
王
。
漢
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乃
使
罷
業
彫
越
将
軍
印
、
墜
下
済
陰
以
撃
楚
扁
と
、
劉
邦
が
彰
越
を
唆
し
た
か
の

　
よ
う
に
記
す
が
、
し
か
し
蝋
史
記
会
注
考
証
蝕
は
劉
放
説
（
他
書
で
は
「
劉
氏
」

　
と
記
さ
れ
る
）
を
引
い
て
、
漢
に
よ
る
使
吸
を
否
定
す
る
。
な
お
『
漢
書
㎞
高
帝

　
二
上
は
「
六
月
、
田
栄
爵
田
市
、
自
立
為
斉
王
。
山
回
滞
在
鐘
野
、
溝
川
余
人
、

　
無
所
属
。
栄
与
越
将
軍
印
、
因
令
梁
地
。
越
撃
殺
済
北
王
安
、
栄
遂
丼
三
斉
」
と

　
彰
越
が
認
安
を
殺
害
し
た
か
の
よ
う
に
記
述
す
る
が
、
お
そ
ら
く
魏
豹
彰
越
列
伝

　
に
い
う
「
済
陰
扁
（
お
お
む
ね
梁
地
に
等
し
い
）
を
「
済
北
町
と
認
識
し
た
た
め

　
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
『
漢
告
』
韓
彰
英
慮
呉
伝
は
『
史
記
』
魏
豹
彰
越

　
列
伝
と
同
文
で
あ
り
、
「
修
訂
」
は
列
伝
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

②
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
は
劉
邦
の
紅
中
侵
攻
を
元
年
五
月
と
す
る
。
お
そ
ら
く
五

　
月
と
い
う
伝
承
も
あ
り
、
ま
た
開
史
記
㎞
韓
信
慮
縮
列
伝
に
「
及
聞
漢
韓
信
略
漢

　
地
、
廼
令
故
項
籍
呉
時
呉
令
鄭
鼠
為
韓
王
以
拒
漢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鄭
昌
の
韓

　
王
擁
立
に
先
立
っ
て
漢
の
三
秦
・
河
南
侵
攻
が
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
記
述
の
存

　
在
が
傍
誕
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
資
治
通
鑑
騙
は
八
月
侵
攻
説
を

　
採
用
し
こ
そ
す
れ
、
『
史
記
㎞
三
家
注
・
『
漢
書
㎞
顔
師
古
注
・
『
資
治
通
鑑
考

　
異
匝
・
『
資
治
通
鑑
』
胡
三
省
注
は
い
ず
れ
も
史
漢
の
異
同
に
言
及
し
な
い
。
噸
漢

　
書
㎏
が
採
用
し
た
五
月
侵
攻
説
は
、
あ
く
ま
で
惑
説
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ

　
、
つ
。

③
『
史
記
㎞
灘
生
母
賀
列
伝
に
鄭
食
牛
が
斉
に
赴
い
た
際
の
発
言
に
「
田
間
将
二

　
十
万
之
衆
、
軍
於
歴
城
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
き
繭
玉
縄
『
史
記
志
疑
』
巻
三

　
十
二
は
田
循
列
伝
・
博
新
劇
成
列
伝
に
登
場
す
る
田
面
の
誤
り
と
す
る
。
た
し
か

　
に
博
寛
に
敗
れ
た
斉
将
の
名
は
田
解
で
あ
ろ
う
が
、
鄭
食
其
の
発
言
に
登
場
す
る

　
田
間
の
存
在
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
「
漢
二
年
八
月
」
（
実
際
は
二
世
工
年
入

　
月
）
に
趙
に
出
奔
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
田
栄
と
陳
余
が

　
提
携
し
て
以
降
に
、
国
間
が
斉
に
復
帰
し
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に

　
田
中
と
踏
角
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
（
本
来
「
田
解
」
と
あ
っ
た

　
記
述
が
、
原
資
料
段
階
で
「
解
」
字
の
勢
が
脱
落
し
て
田
「
角
」
に
な
っ
た
）
、

　
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
田
栄
な
い
し
田
畠
が
、
か
つ
て
の
田
仮
擁
立
派
と
連
携
し

　
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

④
無
論
7
5
一
九
九
八
は
劉
邦
即
位
以
降
も
軍
功
王
政
が
継
続
し
た
と
す
る
が
、
こ

　
れ
に
対
し
楯
身
二
〇
一
〇
は
門
そ
も
そ
も
製
糖
は
項
羽
を
破
っ
て
前
漢
を
建
国
し

　
た
の
で
あ
る
か
ら
、
項
羽
の
諸
侯
分
封
体
制
と
郡
国
運
を
㎎
軍
功
王
政
』
と
し
て

　
～
幽
し
て
扱
う
に
は
問
題
が
あ
る
」
（
三
頁
）
と
、
こ
の
時
期
の
体
制
を
項
羽
時

　
代
の
継
続
と
看
倣
す
見
解
を
批
判
す
る
。

⑥
魏
豹
彰
越
列
伝
「
於
是
漢
王
覇
韓
信
撃
盧
面
懸
河
東
、
伝
血
漿
陽
、
以
豹
国
為

　
郡
。
漢
王
令
豹
守
漿
陽
」
。
も
っ
と
も
最
終
的
に
魏
豹
は
三
（
前
二
〇
四
）
年
八

　
月
の
蘂
陽
撤
退
の
際
に
周
苛
ら
に
殺
害
さ
れ
る
が
、
こ
の
転
換
の
経
緯
は
現
晴
点

　
で
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

⑥
高
祖
功
臣
虚
者
年
表
「
聖
者
。
三
白
定
東
陽
、
電
導
、
属
跳
梁
、
繋
柱
国
。
四

　
歳
、
項
羽
死
、
属
漢
、
…
…
復
桐
楚
元
王
十
一
年
」
・
「
新
陽
。
以
漢
五
年
、
用
左

　
山
歩
初
鶏
…
…
。
（
商
組
）
六
年
正
月
壬
子
、
胡
侯
娼
靖
元
年
。
（
孝
恵
）
四
年
、

　
頃
侯
世
元
年
」
。
『
皇
天
轟
特
恵
高
潮
文
功
臣
表
は
孝
恵
四
年
に
客
位
を
継
い
だ
呂

　
青
（
靖
）
の
子
の
名
を
「
臣
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
秦
末
凶
漢
状
勢
に
お
け
る
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
み
な
、
当
時
の
国
際
関
係
に
制
約
さ
れ
て
行
動
し
て
い
た
。
そ
の
　
3
1



制
約
は
、
秦
と
旧
六
国
と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
六
国
の
復
古
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
外
来
の
武
装
集
団
の
首
領
さ
え
も
王
に
擁
立

す
る
現
地
住
民
の
意
思
ば
か
り
で
な
く
、
一
国
の
王
位
の
正
統
性
を
外
在
的
に
保
証
し
た
他
国
の
王
の
存
在
も
あ
っ
た
。
陳
渉
の
生
死
不
明
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

理
由
に
景
駒
即
位
を
難
詰
し
た
田
憺
の
口
吻
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
有
力
な
旧
王
族
が
多
い
斉
や
、
地
域
ご
と
の
独
自
性
の

強
い
楚
に
お
い
て
も
、
至
仁
の
分
封
以
前
は
一
国
内
に
王
は
ひ
と
り
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
往
年
の
枠
組
み
を
復
活

さ
せ
た
国
際
関
係
は
、
国
際
秩
序
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
人
物
が
王
に
相
応
し
い
と
他
の
王
た
ち
に
認
知
さ
れ
る

シ
ス
テ
ム
の
存
在
で
あ
り
、
王
の
出
自
や
人
格
・
業
績
は
副
次
的
要
素
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
櫛
一
九
九
五
は
秦
暴
漢
初
の
国
際
秩
序
を
戦
国
後
期
の
延
長
と
し
て
見
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
そ
れ
は

他
国
に
優
越
す
る
一
国
の
存
在
を
前
提
と
し
た
秩
序
で
あ
る
。
す
で
に
前
三
世
紀
前
葉
に
お
い
て
、
春
秋
的
な
三
段
構
成
の
国
際
秩
序
は
現
実

的
な
政
治
目
標
で
は
な
く
、
二
百
の
東
西
称
帝
に
代
表
さ
れ
る
強
国
問
の
空
間
的
棲
み
分
け
が
課
題
と
な
り
、
そ
れ
も
や
が
て
不
可
能
に
な
っ

た
。
大
櫛
氏
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
か
か
る
戦
国
後
期
の
状
況
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
論
客
た
ち
の
言
説
は
、
秦
が
他
国
す
べ
て
を
臣
従
さ
せ

る
「
帝
業
」
の
達
成
が
間
近
で
あ
る
こ
と
を
葡
提
に
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
地
政
的
構
図
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
と
の
間
で
も
確
認

さ
れ
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
臨
済
の
戦
い
か
ら
鍾
鹿
の
戦
い
に
よ
る
適
意
の
突
出
ま
で
存
在
し
て
い
た
構
図
で
も
あ
る
。
結
果
論
だ
が
、
当
時

に
お
い
て
は
こ
の
図
式
が
も
っ
と
も
順
当
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
項
羽
の
分
封
体
制
は
い
さ
さ
か
時
代
が
か
っ
て
見
え
る
。

だ
が
項
羽
は
そ
れ
で
も
、
秦
国
を
戦
国
中
期
以
前
の
状
態
に
戻
し
た
う
え
で
四
分
割
し
て
、
秦
王
が
再
び
「
帝
」
と
し
て
他
国
に
君
臨
す
る
こ

と
を
未
然
に
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
覇
王
項
羽
に
よ
る
三
段
構
成
の
分
封
体
欄
が
顕
現
し
え
た
の
は
、
彼
自
身
の
巨
大
な
軍
功
が
周
囲
に
認
知
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
で

も
「
懐
王
の
約
」
を
否
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
の
こ
点
を
原
因
と
し
て
お
り
、
な
か
ば
偶
然
に
生
じ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
分
封
は
単
に
論

功
行
賞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
懐
王
と
項
羽
を
は
じ
め
と
す
る
、
既
成
の
王
と
諸
将
と
の
共
存
を
は
か
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。
諸
国
の
分
捌
は
そ
の

結
果
で
あ
り
、
分
封
体
制
は
従
前
の
国
際
秩
序
が
前
提
で
あ
っ
た
。
だ
が
分
封
の
直
後
、
新
体
制
は
崩
壊
し
た
。
か
つ
て
同
国
内
に
あ
っ
た
既
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陳渉から劉邦へ（松島）

成
の
王
と
新
羅
と
が
衝
突
し
た
の
で
あ
る
。
義
軍
の
殺
害
も
、
そ
の
文
脈
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
春
秋
的
な
三
段
構
成
の
体
制
は
戦

国
後
期
的
な
二
段
構
成
に
戻
り
、
分
割
さ
れ
た
諸
国
も
、
楚
以
外
は
戦
国
後
期
の
枠
組
み
に
回
帰
し
た
。
こ
の
状
勢
下
に
お
い
て
劉
邦
は
、
混

乱
す
る
諸
国
の
調
停
者
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
推
戴
に
際
し
て
の
「
存
亡
」
・
「
継
絶
」
と
い
っ
た
評
価
は
、
決
し
て
虚
書
で
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
冒
頭
に
取
り
上
げ
た
「
陳
勝
已
に
死
す
と
難
も
、
遣
遣
す
る
所
の
侯
王
将
総
覚
に
秦
を
亡
ぼ
す
は
、
渉
の
事
を
首
む
る
に
由

る
な
り
」
（
陳
渉
世
家
）
と
の
評
に
立
ち
返
り
た
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
項
羽
の
分
封
と
同
じ
く
「
侯
王
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
李
開

元
二
〇
〇
〇
は
、
二
代
で
は
諸
侯
王
の
源
流
が
項
羽
の
分
封
体
制
に
あ
る
こ
と
は
明
言
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
が
（
＝
一
〇
頁
）
、
『
史
記
隔
は

古
代
諸
侯
王
国
の
起
源
を
遡
っ
て
陳
渉
に
求
め
て
い
る
。
「
張
楚
の
法
統
」
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
官
爵
等
に
お
け
る
楚
制
使
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、

『
史
記
』
の
こ
の
認
識
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
漢
は
当
初
、
関
中
を
拠
点
と
し
た
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
の
連
合
体
と
し
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
陳
渉
の
顕
彰
は
、
か
か
る
前
漢
国
家
の
源
流
を
正
統
化
す
る
も
の
だ
っ
た
。
か
つ
て
陳
渉
の
叛
乱
は
「
農
民
叛
乱
」
と
し
て

評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
岡
時
代
の
視
点
か
ら
捉
え
て
み
れ
ば
、
整
準
の
存
在
は
漢
に
と
っ
て
都
合
が
よ
い
。
陳
渉
の
足
跡
が
確
認
さ
れ
な
い
楊

に
家
墓
が
置
か
れ
、
前
漢
時
代
を
通
じ
て
祭
祀
が
な
さ
れ
つ
づ
け
た
背
景
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
陽
に
縁
を
有
す
る
の
は
、
懐
王
に
よ

っ
て
腸
郡
長
に
任
じ
ら
れ
た
劉
邦
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
も
っ
と
も
陳
渉
祭
祀
は
、
王
葬
期
以
降
に
は
途
絶
え
た
。
『
漢
書
』
陳
勝
運
籍
伝
は
こ
の
事
実
を
「
高
祖
時
勝
の
為
に
守
家
を
陽
に
置
き
、

今
に
至
る
も
血
食
す
。
王
葬
敗
れ
、
乃
ち
絶
ゆ
」
と
記
す
。
傍
線
部
以
外
は
『
史
記
鹸
の
引
き
写
し
で
、
文
も
前
後
で
矛
盾
す
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
箇
所
は
顔
師
古
に
批
難
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
『
漢
書
隔
の
秦
塁
壁
漢
の
諸
侯
に
纏
わ
る
記
述
は
基
本
的
に
『
史
記
』
世
家
・
列
伝
と
同
文

で
あ
り
、
よ
り
詳
細
な
月
表
か
ら
の
補
足
も
な
い
。
追
補
さ
れ
る
だ
け
、
制
勝
無
籍
伝
は
「
ま
し
」
で
あ
る
。
紀
年
紀
月
の
記
載
な
ど
の
改
訂

が
施
さ
れ
た
本
紀
と
比
べ
て
こ
の
差
は
著
し
く
、
明
ら
か
に
『
漢
書
』
は
こ
の
賭
期
の
諸
侯
へ
の
関
心
を
喪
失
し
て
い
る
。
要
す
る
に
漢
帝
国

を
諸
侯
王
国
と
の
連
合
体
と
す
る
観
念
の
後
退
が
、
歴
史
記
述
に
も
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
秦
漢
史
は
、
こ
の
よ
う
な
『
漢
書
㎏
の

歴
史
認
識
の
延
長
に
立
っ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
相
対
化
す
る
視
点
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
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①
第
一
章
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
逸
話
の
史
実
性
は
疑
問
だ
が
、

　
当
時
ま
で
の
「
常
識
」
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

魍
史
記
』
成
書

参
考
文
献

〈
和
文
〉

阿
部
幸
信
二
〇
〇
八
「
漢
初
「
郡
國
鋼
」
再
考
」
（
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
㎞
九

　
　
五
三
－
八
○
頁
）
。

大
櫛
敦
弘
一
九
九
五
「
統
～
前
夜
－
戦
国
後
期
の
「
国
際
扁
秩
序
！
」
（
魍
名
古

　
　
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
臨
一
九
　
一
－
二
五
頁
）
。

太
田
幸
男
二
〇
〇
七
『
中
国
古
代
国
家
形
成
史
論
睡
汲
古
書
院
。

太
田
麻
衣
子
二
〇
〇
九
門
割
君
啓
節
か
ら
み
た
楚
の
東
漸
扁
（
『
東
洋
史
研
究
臨
六
八

　
　
－
二
　
一
－
三
二
頁
）
。

太
田
麻
衣
子
二
〇
二
～
門
越
の
准
北
進
出
と
そ
の
滅
亡
一
「
劉
邦
集
団
1
1
楚
人
」

　
　
説
再
検
討
の
た
め
に
一
」
（
『
古
代
文
化
』
六
四
－
三
七
六
－
九
七
頁
）
。

大
庭
脩
｝
九
八
工
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
。

小
竹
文
夫
・
小
竹
武
夫
一
九
九
五
『
史
記
4
　
世
家
下
軸
筑
摩
誉
房
　
ち
く
ま
学
芸

　
　
文
庫
　
原
著
は
一
九
七
二
年
刊
行
。

木
村
正
雄
～
九
七
九
『
中
国
古
代
農
民
叛
乱
の
研
究
睡
東
京
大
学
出
版
会
。

影
山
剛
一
九
六
〇
門
陳
渉
の
乱
に
つ
い
て
　
闇
闇
の
乱
序
説
　
第
一
章
」
（
魍
福
井
大

　
　
学
学
芸
学
部
紀
要
（
第
皿
部
）
㎞
　
一
〇
二
五
－
四
四
頁
）
。

栗
原
朋
信
　
九
七
八
「
「
惟
漢
三
年
大
井
天
下
」
瓦
当
に
つ
い
て
の
小
考
漏
咽
上
代
日

　
　
本
対
外
関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
。

佐
々
木
仁
志
二
〇
一
三
「
「
義
帝
約
」
考
」
（
『
集
刊
東
洋
学
幽
一
〇
九
　
⊥
～
工

　
　
頁
）
。

佐
竹
靖
彦
二
〇
一
〇
『
項
羽
』
申
央
公
論
新
社
。

柴
田
昇
二
〇
＝
　
「
陳
馳
走
ノ
ー
ト
ー
陳
勝
鋼
玉
の
乱
を
め
ぐ
る
集
団
・
地
域
・

　
　
史
料
一
扁
（
『
名
古
屡
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
㎞
三
五
九
七
－
一
一
四
頁
）
。

②
『
漢
書
曲
論
勝
項
縁
懸
師
古
注
「
至
今
血
食
者
、
司
馬
遷
作
史
記
本
語
也
。

　
葬
敗
乃
絶
者
、
班
圃
妙
々
也
。
於
文
為
街
、
蓋
失
三
無
耳
」
。

柴
田
昇
二
〇
一
二
a
「
秦
末
の
抵
抗
運
動
」
（
吉
尾
寛
編
『
民
衆
反
乱
と
中
華
世
界
嚇

　
　
汲
古
書
院
）
。

柴
田
昇
二
〇
一
二
b
「
項
羽
政
権
の
成
立
」
（
魍
入
文
論
集
（
静
岡
大
学
人
文
社
会
科

　
　
瀞
宇
部
）
㎞
よ
ハ
三
－
二
七
五
一
一
〇
〇
頁
）
。

柴
田
昇
二
〇
一
三
「
劉
邦
集
団
の
成
長
過
程
」
（
㎎
海
南
史
学
』
五
一
　
一
－
一
九
頁
〉
。

杉
村
伸
二
二
〇
〇
五
「
郡
国
鯛
の
再
検
討
」
（
『
日
本
秦
漢
訳
学
会
会
報
㎞
六
一
－

　
　
二
五
頁
）
。

鷹
取
祐
司
一
九
九
四
讐
漢
代
三
老
の
変
化
と
教
化
」
（
『
東
洋
史
研
究
輪
五
三
－
二

　
　
一
⊥
二
二
頁
）

楯
身
智
志
二
〇
一
〇
「
商
初
に
お
け
る
郡
国
制
の
形
成
と
展
開
一
諸
侯
王
の
性
質

　
　
変
化
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
哩
古
代
文
化
㎞
六
二
－
一
　
一
－
二
〇
頁
）
。

藤
堂
明
保
監
修
・
福
島
中
郎
訳
一
九
八
四
『
中
国
の
古
典
招
　
史
記
一
島
学
習
研
究

　
　
社
。

西
嶋
定
生
一
九
四
九
門
中
国
古
代
帝
国
形
成
の
～
考
察
f
漢
の
高
祖
と
そ
の
功

　
　
臣
」
（
『
歴
史
学
研
究
㎏
　
一
四
一
　
一
－
一
五
頁
）
。

野
口
定
男
等
一
九
六
九
『
史
記
（
中
）
臨
平
凡
社
。

藤
田
勝
久
二
〇
〇
六
畷
翁
飴
と
劉
邦
の
時
代
　
秦
漢
帝
国
興
亡
史
』
講
談
社
。

増
淵
龍
夫
一
九
五
一
「
漢
代
に
お
け
る
民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
咽
新
版

　
　
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
㎞
岩
波
書
店
一
九
九
六
。

松
崎
つ
ね
子
一
九
六
九
「
陳
渉
・
呉
広
の
乱
を
起
点
と
す
る
社
会
的
変
動
ー
ー
秦
漢

　
　
交
替
期
の
一
考
察
一
」
（
㎎
駿
台
史
学
』
二
五
五
七
－
　
○
○
頁
）
。

松
島
隆
真
二
〇
一
〇
「
漢
王
朝
の
成
立
－
爵
を
手
が
か
り
に
！
偏
（
『
東
洋
史
研

　
　
究
臨
六
九
…
二
　
一
1
～
二
〇
廿
貝
）
。
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松
島
隆
真
二
〇
＝
二
「
「
劉
邦
集
団
」
と
「
郡
国
制
」
を
め
ぐ
る
問
題
－
明
初
政

　
　
治
史
復
元
の
た
め
に
扁
（
『
中
国
史
学
瞼
二
三
　
二
五
－
一
四
一
頁
）
。

守
麗
美
都
雄
一
九
五
二
「
漢
の
高
祖
集
団
の
性
絡
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
代
の
家
族

　
　
と
国
家
』
京
都
大
学
文
学
部
内
東
洋
史
研
究
会
一
九
六
八
所
収
）
。

守
屋
美
都
雄
一
九
五
五
「
父
老
」
（
守
屋
前
掲
書
所
収
）
。

吉
本
道
雅
二
〇
〇
三
門
墨
子
兵
技
巧
諸
篇
小
考
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
六
二
－
二
三

　
　
二
一
五
九
頁
）
。

吉
本
道
雅
二
〇
〇
五
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
睡
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

李
開
元
一
九
九
八
「
秦
門
中
初
の
王
国
漏
李
開
元
二
〇
〇
〇
第
三
章
所
収
（
原
載

　
　
「
秦
二
黒
初
的
野
国
和
王
者
」
咽
燕
京
学
報
鋤
新
第
五
期
）
。

李
開
元
二
〇
〇
〇
『
漢
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集
団
』
汲
古
書
院
。

陳
蘇
細
面
〇
〇
一
㎎
二
代
政
治
与
《
春
秋
》
学
』
中
国
広
州
電
視
出
版
社
。

膠
伯
源
一
九
九
七
「
試
四
三
二
制
度
論
国
漢
相
争
之
勝
負
」
『
歴
史
与
制
度
一
漢

　
　
代
政
治
制
度
試
釈
』
香
港
教
育
図
書
公
司
。

劉
和
恵
～
九
九
五
『
楚
文
化
的
東
漸
幽
湖
北
教
育
出
版
社
。

漆
侠
一
九
七
九
『
秦
漢
農
民
戦
争
史
蜘
生
活
・
読
書
・
新
知
一
聯
書
店
（
共
著
。
原

　
　
著
は
一
九
六
二
年
に
同
社
か
ら
刊
行
。
本
書
は
改
定
版
）
。

課
其
騒
一
九
八
二
『
中
国
歴
史
地
図
集
第
二
冊
㎏
中
国
地
図
出
版
社
。

田
余
慶
一
九
九
三
「
説
勲
章
」
『
秦
漢
魏
晋
悪
罵
微
㎞
申
華
書
局
。

辛
徳
勇
二
〇
〇
五
『
歴
史
的
空
間
与
空
間
的
歴
史
』
北
京
師
範
大
学
出
版
社
。

周
振
鶴
一
九
八
四
「
楚
漢
諸
侯
彊
域
考
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
　
ニ
ニ
四
七
－
五
八

　
　
頁
）
。

〈
中
文
〉

零
仲
勉
一
九
五
八

欄
墨
子
城
守
各
篇
簡
注
㎞
古
籍
出
版
社
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
）

陳渉から劉邦へ（松島）
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The　Multi－State　System　and　Legitimacy　in　the　Period　from

　　　　　　　　　　　　　　　　　Cheit　She　to　Liu　Bang

by

MATSUSHIMA　Tatsuma

　　The　collapse　of　the　Qin　Empire　was　precipitated　by　the　uprising　of　Chen

She　（Chen　Sheng），　and　the　subsequent　period　of　upheaval　continued　for　eight

years　until　the　victory　of　Liu　Bang　in　the　struggle　with　Xiang　Yu．　ln　regard

to　the　situation　during　thls　period，　many　scholars　regard　it　as　a　throwback

to　the　situation　that　prevailed　during　the　latter　part　of　the　Warring　States

period，　and　in　recent　years　some　have　also　addressed　Xiang　Yu’s　feudal

system　of　eighteen　ldngs　considering　it　the　origin　of　the　Western　Kan

commaRdery　and　principality　system．　However，　sufficient　research　has　not

been　conducted　into　the　mechaRism　of　this　recurrence　of　the　framework　of

the　｝atter　Warring　States　period．　From　this　standpoint，　the　author　attempts

to　grasp　the　state　of　the　circumstances　of　sudden　rlse　of　various　kingdoms

after　Chen　She’s　uprising　in　terms　of　the　relationships　among　multiple　states．

　　As　an　initial　step，1　first　examine　the　revival　of　the　Six　Kingdoms　that　had

been　destroyed　by　Shihuang－di　after　the　start　of　the　revolt　and　the　course　of

the　establishment　of　the　kings．　This　period　is　generally　regarded　as　one　in

which　it　was　even　possible　for　a　person　whose　roo£s　were　not　in　royalty　or

the　nobility　prior　to　the　Warring　States　period　to　call　himself　a　king，　and

that　the　principle　that　made　their　behavior　possible　has　thought　to　have

been　derived　from　their　own　achievernents　and　character．　However，　as　a

result　of　the　considerations　made　in　this　paper，　it　is　clear　that　the　principle

that　made　it　possible　to　become　a　king　cannot　be　confirmed　in　interflal

domestic　matters．　1　made　clear　that　the　framework　of　the　multiple　coexisting

states　led　by　the　kings　could　be　seen　as　the　fundamental　element　and　that

the　character　of　the　legitimacy　of　the　kings’　position　was　established　solely

confirmed　by　receiving　the　recognition　of　ldngs　of　other　states　in　the　same

system

　　The　multi－state　system　that　appeared　after　the　uprising　of　Chen　She　was

defined　and　formed　by　the　late　Warring　States　period　framework　in　which
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the　Qin　and　Six　Kingdoms　coexisted，　but　at　the　core　of　thls　system　was　the

existent　of　one　king　who　could　be　called　the　first　among　equals．　And　this

first　among　equals－traditionally　the　King　of　Zhou，　the　Son　of　Heaven－was

precisely　the　one　person　who　could　ultimately　confirm　the　legitimacy　of

kings　of　other　states，　and　under　the　multi－state　system　of　the　latter　part　of

the　Warring　States　period，　he　held　not　only　the　authority　to　recognize

legitimacy　but　was　also　a　leader（従長）who　could　initiate　military　action

leading　multiple　states．

　　Converse｝y，　examining　the　Xiang　Yu’s　feudalism　of　the　eighteen　kings

from　the　above　angle，　his　system，　son　of　heaven，　hegemon，　feudal　｝ords，　i．e．，

the　SpriRg－and－Autumn－period，　tri－level　structure　that　existed　until　the

middle　of　the　Warring　States　period，　was　greatly　different　from　the　bi－level

system　of　the　latter　part　of　the　Warring　States　period．　However，　on　the　other

hand，　the　new　system　of　Xiang　Yu　that　at　first　glance　seems　extrerne　was

also　constrained　by　the　multi－state　system　that　followed　the　uprising　of　Chen

She．　ln　addition，　the　primary　cause　of　the　devastating　collapse　of　Xiang　Yu’s

new　system　was　that　it　was　established　on　measures　such　as　the　divisions

into　various　states　and　the　movement　of　Wei　that　were　politlcally　ill－

considered，　but　in　contrast　behind　the　appearance　of　such　a　system　was　the

struggle　betweeR　Xiang　Yu’s　policy　and　the　multi－state　system　that　appeared

ln　the　latter　half　of　the　Warring　States　period　after　Chen　She．　ln　this　way，

the　system　of　Xiang　Yu　led　to　a　return　to　the　situation　of　the　｝atter　part　of

the　Warring　Staees　period　shortly　after　it　was　initiated，　and　eventua｝ly　the

death　of　Xiang　Yu　in　battle　and　the　accession　of　Liu　BaRg　to　emperor．

Images　and　Reality　of　Synodi　in　the　Merovingiait　Era　（a．　511－614）

by

TATSUKAWA　James

　　In　Roman－era　sources　the　terms　synodus　and　concilium，　commonly　known

as　Church　counci！s，　were　used　iRterchangeably　to　denote　religious

assemblies　attended　by　the　clergy；　in　these　assemblles　canons　were

promulgated，　clerics　djsciplined，　and　jssues　of　dogma　discussed　RoinaR　GauJ

in　particular，　especially　during　the　fourth　aRd　fifth　centuries，　was　a　region
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